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はじめに

１ 計画策定の趣旨 

  東日本大震災（2011年）の経験を踏まえ、平成25（2013）年12月に、強くしなやかな

国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靭化基本法（平成25年法律第

95号。以下「基本法」という。）が公布・施行され、国土強靭化に関する施策を総合的

かつ計画的に推進することが定められた。 

  この基本法に基づき、平成26（2014）年６月には、国土強靭化に関する国の計画等の

指針となる「国土強靭化基本計画（以下「基本計画」という。）が閣議決定され、国土

強靭化アクションプランにより、プログラムの進捗を府省庁横断的に管理しつつ、政府

が一丸となって強靭な国づくりを進めることとしている。 

  国土強靭化とは、災害の発生の度に甚大な被害を受け、その都度、長期間をかけて復

旧復興を図るといった事後対策の繰り返しを避け、いかなる災害等が発生しようとも最

悪な事態に陥ることが避けられるような「強さ」と「しなやかさ」を持った安全・安心

な社会を平時から作り上げていこうとするものである。 

  神奈川県（以下「県」という。）は、このような国の動きに合わせて、大規模自然災

害に対する健康診断となる脆弱性評価を実施するとともに、平成29（2017）年３月に、

県における国土強靭化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための指針となる神

奈川県国土強靭化地域計画（以下「県地域計画」という。）を策定した。 

  これら国、県の動きを受け、本市は、都心南部直下地震、南海トラフ巨大地震等、大

規模地震の発生や局地的な集中豪雨、巨大化する台風等による河川氾濫、土砂災害等の

大規模自然災害が起きても機能不全に陥らず、市民の生命及び財産を守れるよう本市の

強靭化に関する指針となる海老名市国土強靭化地域計画（以下「市地域計画」という。 

）を策定した。 
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２ 市地域計画の位置付け 

  市地域計画は、基本法第13条に基づいて策定する市地域計画であり、本市の強靭化に

関する施策を総合的かつ計画的に推進するための指針となる計画である。 

  そのため、市政の基本方針であるえびな未来創造プラン2020（以下「総合計画」とい

う。」や災害対策基本法に基づき、海老名市防災会議が作成した海老名市地域防災計画

等とも整合を図りながら策定するものである。 

  市地域計画の対象区域は、海老名市域を基本とし、本市が主体となり取組を進める事

項を中心に扱うものとする。 

３ 計画期間

  市地域計画が対象とする期間は、平成31（2019）年度から令和６（2024）年度までの

おおむね６年間とする。ただし、計画期間中であっても、社会情勢の変化や施策の進捗

状況等を踏まえ、必要に応じて見直しを行うものとする。  

  今回、計画策定から３年が経過していることから、経年変化を踏まえ、市地域計画の

修正を行う。 

整合・調和

国土強靭化に         市政運営の 
          関する指針          目標・方向性 

分野別計画 

市地域計画 
えびな未来創造プラン

2020
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第１章 計画の基本的な考え方

  基本法第14条において、市地域計画は、基本計画との調和が保たれたものではなけれ

ばならないと規定されているため、基本計画や基礎自治体の役割等を踏まえ、「基本目

標」及び「事前に備えるべき目標」 

 を設定する。 

  「事前に備えるべき目標」は、 

 「基本目標」を達成するために必 

 要な目標であり、それぞれの目標 

 は、基本計画との 

 調和を保つため、 

 基本計画と同様とする。また、基 

 本計画で示されている「基本的な 

 方針」も踏まえ、「本市の強靭化 

 を推進する上で配慮すべき事項」 

 を取りまとめ、取組を進めていく 

 こととする。 

１ 基本目標 

  １ 人命の保護が最大限図られること 

  ２ 市域の重要な機能が致命的な障害を受けず維持されること 

  ３ 市民の財産及び公共施設に係る被害の最少化 

  ４ 迅速な復旧復興 

２ 事前に備えるべき目標 

  ❶ 直接死を最大限防ぐ 

  ❷ 救助・救急、医療活動等が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難生活

環境を確実に確保する 

  ❸ 必要不可欠な行政機能は確保する 

  ❹ 必要不可欠な情報通信機能・情報サービスは確保する 

  ❺ 経済活動を機能不全に陥らせない 

  ❻ ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等の被害を最小限にとどめ

るとともに、早期に復旧させる 

  ❼ 制御不能な複合災害・二次災害を発生させない 

  ❽ 社会・経済が迅速かつ従前より強靭な姿で復興できる条件を整備する 

①地域を強化する上での目標の明確化 

目指すべき将来の地域の姿 

②リスクシナリオ（最悪の事態）、施策分野の設定 

③脆弱性の分析・評価、課題の検討 

④リスクへの対応方策の検討 

⑤対応方策について重点化、優先順位付け 

海老名市の地域的特質等

（えびな未来創造プラン 2020） 
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３ 本市の強靭化を推進する上で配慮すべき事項 

 (１) 本市の強靭化を推進する上での取組姿勢 

    ・本市の強靭化を損なう原因をあらゆる側面から検証し、取組を推進 

    ・本市が有する抵抗力、回復力、適応力の強化 

    ・短期的な視点によらず、長期的な視点を持った計画的な取組の推進 

 (２) 適切な施策の組み合わせ 

    ・ハード対策とソフト対策を適切に組み合わせ、効果的に施策を推進 

    ・自助、共助、公助を適切に組み合わせ、本市と市民とが適切に連携及び役割分

担を行いながら取り組みを実施 

 (３) 効率的な施策の推進 

    ・市民の需要の変化、社会資本の老朽化等を踏まえ、財政資金の効率的な使用に

よる施策の持続的な実施に配慮した施策の重点化 

    ・既存の社会資本の有効活用等により、費用を縮減し効率的な施策を推進 

 (４) 地域特性に応じた施策の推進 

    ・地域コミュニティ機能の向上とともに、各地域における担い手が適切に活動で

きる環境整備を推進 

    ・女性、高齢者、子ども、障がい者、外国人等に配慮した施策の推進 

    ・地域特性に応じ、自然との共生、環境との調和及び景観の維持に配慮 



5 

第２章 本市の概況、対象とする災害

１ 位置及び面積 

  ◆神奈川県のほぼ中央、相模川の東岸に位置している。 

  ◆南端の市境は、相模川河口から9.6kmにあり、津波による浸水のおそれは極めて低

い。 

  ◆南北に長い地形で南北に8,700ｍ、東西に6,150ｍ、面積は26.59㎢（県の1.1％）で

   あり、災害時においては徒歩による活動 

   も可能な広さではあるが、河川、崖、鉄 

   道等により分断されるおそれがある。 

２ 稜（りょう）線・水系 

 (１) 市域の中央南北に相模川の河岸段丘崖である通称「相模横山九里の土手」が縦断

し、西部の平地と東部の丘陵地帯に二分される。また、目久尻川沿いにも同様に段

丘崖が存在する。 

  ［分析] 

   ・段丘崖を中心に急傾斜地崩壊危険区域及び土砂災害警戒区域が諸所に存在する。 

   ・段丘崖を利用して旧軍が築造した防空壕（特殊地下壕）が複数箇所に存在する。 

   ・段丘崖は10ｍ以上の高低差のあるところが多く、東西方向の移動に制約を与える。 

  ［災害時の影響］※震災・風水害共通 

   ・土砂崩落、崖崩れ、特殊地下壕の陥没等が起きるおそれがある。 

   ・段丘崖周辺は坂道となるため、避難時に障害となり得る。 

 本市の地形的な特性から、大規模自然災害のうち、主に大震災及び風水害に関する分析を

行い、その他の災害等についてはその結果を準用する。
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 (２) 本市の西側を、上流に集水面積1,221㎢（県の面積の約1/2に相当）の城山ダムを

有する相模川が流れており、河原口地区付近で中津川及び小鮎川と三川が合流する。 

［分析］ 

   ・氾濫した場合には、市域西半分が浸水して大災害となるおそれがある。 

  ［震災時の影響］ 

   ・堤防に損傷を受け、引き続き風水害を受けた場合は、大規模な複合災害となり得

る。 

  ［風水害時の影響］ 

   ・集水域（上流）地域での豪雨によ 

りダムの洪水調節能力を超えた場 

合、洪水が発生するおそれがある。 

避難のための時間的余裕が少なく 

避難対象者が多いため、避難しき 

れないおそれがある。 

   ・三川の合流点は、流水の相互干渉 

により複雑な流れとなりやすく、 

また、合流する河川の水が加わる 

ため、氾濫につながる場合もある。 

 (３) 相模川の支流として、鳩川、永池 

   川及び目久尻川が南北方向に流れて 

   いる。 

  ［分析］ 

   ・座間市から本市付近の集中豪雨に 

    より、洪水が起きるおそれがある。 

  ［震災時の影響］ 

   ・堤防等に損傷を受けた状態のままで風水害が発生した場合は、早期に被害が発生 

    するおそれがある。 

  ［水害時の影響］ 

   ・川幅が狭いため、水位の上昇速度が速く、市民への避難情報の伝達が間に合わな

いおそれがある。 
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３ 地質・地表面土質 

  市域西側平地部は、相模川の自然堤防及び後背湿地であり、自然堤防は良好な地盤と

されているが、後背湿地は一般的に軟弱な地盤といわれ、門沢橋、社家、河原口地区の

液状化危険度が高い。また、目久尻川流域を除く東部丘陵部は、ローム台地で構成され、

国分南一丁目から上今泉二丁目までにわたる地域は砂礫（れき）質台地で構成されてお

り、良好な地盤が多いとされている。 

  ［分析］ 

   ・市域西側平地部は、震災、風水害いずれの場合においても、被害を受けやすく相

応の対策・強化が必要となる。 

  ［震災時の影響］ 

   ・液状化による交通障害や建物の倒壊、上下水道管等の地中埋設物の損壊、突出等

による各種障害の発生及びライフライン等の復旧が遅れるおそれがある。 

  ［風水害時の影響］ 

   ・市域西側低地部が長雨による内水状態の中での河川氾濫は、避難時機を失するお

それがある。 

微地形区分図 
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４ 人工物 

 (１) 道路 

    市域東西方向に東名高速道路及び国道246号、南北方向に首都圏中央連絡自動車

道が走り、圏央道は海老名ＪＣＴでは東名高速道路に、海老名南ＪＣＴでは新東名

高速道路に接続している。市道は一部地区を除き、ほぼ碁盤の目状に走っている。 

  ［分析］ 

   ・高速道路及び国道は、県及び首都圏外環の交通の要衝であり、救援車両等が集中

しやすい。市域内は、道路網が発達し、迂回路を選定しやすいが、狭隘（あい）

な箇所もある。 

  ［災害時の影響］※震災・風水害共通 

   ・大規模な渋滞の発生は、避 

    難、救助活動等に大きく支 

    障を来す。 

  ［震災時の影響］ 

   ・都心南部直下地震が発生し 

    た場合は、首都圏に入れな 

    い迂回車両等で、市域内は 

    大規模な交通渋滞が発生す 

    るおそれがある。 

  ［風水害時の影響］ 

   ・相模川をはじめとする河川 

    の氾濫は、東西方向の移動 

    を制限する。特に市域西側 

    低地部の通行は一部を除き  

    困難となる。 

 (２) 鉄道 

    北部から西部にかけて東日本旅客鉄道相模線及び小田急電鉄小田原線、東部から

西部にかけては相模鉄道本線が走っている。 

  ［分析］ 

   ・市域の北部及び西部地区に踏切が多く、交通量の多い道路は、渋滞のネックとな

りやすい。 

  ［災害時の影響］※震災・風水害共通 

   ・鉄道は、大地震による揺れ又は停電等により踏切が閉塞され、道路の通行の妨害

となるおそれがあり、避難、救助活動等の妨げとなるおそれがある。 

 (３) 橋りょう等 
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    相模川を渡る一般道の橋りょうは４本あり、目久尻川、永池川、鳩川の橋りょう

は諸所に架かっている。また、国内移動の大動脈である東名高速道路、国道246号

及び東海道新幹線をまたぐ橋りょうが５か所あり、小田急線、相鉄線、ＪＲ相模線

をまたぐ橋りょうが８か所ある。 

  ［分析］ 

   ・一般道を厚木方面（県西部）へ渡る橋りょうは４か所に限定され、目久尻川、永 

   池川、鳩川の横断も橋りょうに限定される。 

  ［災害時の影響］※震災・風水害共通 

   ・厚木方面（県西部）との交通の確保は制限を受けるおそれがある。また、主要幹

線道等をまたぐ橋りょう等が破損した場合は、災害時の交通確保に重大な影響を

及ぼす。さらに、鉄道をまたぐ橋りょう等が破損した場合、踏切の閉塞と併せて

鉄道の横断が出来なくなり、市内が分断されるおそれがある。

 (４) 市街地 

  ア 海老名駅を中心に商業施設が開業し、マンション、高層マンションが更に建設さ

れつつある。 

  ［分析］ 

   ・海老名駅周辺は、急速に住民及び買い物客が増加しつつあり、災害発生時の避難

場所の確保、情報伝達等が難しくなりつつある。 

  ［震災時の影響］ 

   ・建物の倒壊や火災の発生は、被害を増大させるとともに、二次災害を誘発しやす

くなる。高層階で火災が発生した場合、消火及び救助に制約を受ける。 

  ［風水害時の影響］ 

   ・海老名駅は、相模川氾濫時の浸水想定区域内にあり、迅速かつ正確な情報提供に

より、迅速かつ円滑に避難させる必要がある。また、鉄道・車両自体も合わせて

避難させる必要がある。 

  イ 市域東側の丘陵地帯には、昭和30年代及び昭和40年代に開発された住宅街が存在

する。また、旧市街地が残る地区（東柏ケ谷・柏ケ谷・国分・上郷・大谷・河原

口・社家・門沢橋等）も存在する。 

  ［分析］ 

   ・旧建築基準（建築基準法の新耐震基準が導入される以前の基準（昭和56（1981）

年５月31日以前に着手）をいう。以下同じ。）で建築された住宅が市域内に8,42

0棟（平成30（2018）年10月１日現在）存在している。 

   ・団地として開発された地区を除き、道路幅が狭い地区が存在する。 

  ［震災時の影響］ 

   ・耐震性の低い家屋の倒壊や火災の発生により、救助活動等に支障を来すおそれが

ある。 

  ［風水害時の影響］ 

   ・老朽家屋は、暴風による被害を受けやすい。 
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５ 気象 

 (１) 気温 

    横浜地方気象台の観測データでは、本市の平均気温の平年値（昭和56（1981）年 

）から平成22（2010）年までの30年間の平均値）は15.3℃であり、日最低気温の平

年値は１月の-0.7℃、日最高気温の平年値は８月の31.2℃となっている。 

  ［分析］ 

   ・平均気温の平年値が15.3℃と過ごしやすいものの、冬場の日最低気温が平年値で

氷点下、夏場は日最高気温が平年値で31℃を超えており、災害時は冷暖房等の対

応が必要である。 

  ［震災時の影響］ 

   ・震災時は広域が一斉に停電となる場合が多く、また復旧に時間を要することも考

慮すれば、冷暖房を賄える非常用発電機又は電気を使用しない冷暖房処置を講じ

る必要がある。 

  ［風水害時の影響］ 

   ・被害を受けていない地区は冷暖房を使える場合もあることから、非被災地域の施

設の状況を把握しておく必要がある。 

 (２) 風向・風速 

    昭和56（1981）年から平成22（2010）年までの30年間の平年値で、風向について

は５月から８月までの４か月間は南寄りの風が多く、その他の月は北寄りの風が多

い。また、平均風速は1.8m/s（12月）から2.6m/s（４月）までである。 

  ［分析］ 

   ・南北方向の風が多いため、火災発生時の南北方向への延焼防止、例えば東西方向

の道路幅を広くする等の着意が必要となる。 

  ［震災時の影響］ 

   ・震災による火災発生時は、消防車等の現場到着が遅れ、強風時や、防火帯の構成、

防火水槽等の対策が不十分な場合は、大火災になるおそれがある。 

  ［風水害時の影響］ 

   ・避難時の暴風雨は、避難行動を困難にする。このため、避難情報の早期伝達、市

民の早目の避難に対する意識醸成が必要となる。 
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 (３) 降水 

    平年値の年間平均降水量は約1,730㎜で、月別平均降水量の最大は９月の243.6㎜

となっている。日最大降水量は259㎜（昭和51（1976）年９月９日）、時間最大雨

量は102㎜（平成25（2013）年４月６日）である。 

  ［分析］ 

   ・全国的にゲリラ豪雨や線状降水帯による豪雨が増加しており、全国どこで発生し

てもおかしくないといわれている。また、ゲリラ豪雨等は予測が難しく、正確か

つ迅速な判断及び避難情報の早期の伝達が特に重要となる。 

  ［震災時の影響］ 

   ・震災時の豪雨は被害を拡大するため、大雨等の予報入手時には常に震災との複合

災害を考慮するとともに、自主防災訓練等にこれらの要素を加えて実施すること

が重要となる。 

  ［風水害時の影響］ 

   ・風水害発生時における立ち退き避難は、危険を増長することが多く、予測可能な

範囲で早目の避難情報を伝達することが重要となる。 

６ その他 

 (１) 高齢化 

    令和３（2021）年１月１日現在で、65歳以上の高齢者は約33,700人（24.7%）で

あり、年々増加傾向にある。そのうち、一人暮らしは約2,700人、認知症は約700人、

寝たきりは約900人である。 

  ［分析］ 

   ・近年の災害における犠牲者は、高齢者の割合が高いことから、高齢者施設及び住

居の安全確保を徹底する必要がある。 

  ［震災時の影響］ 

   ・一人暮らしの高齢者や寝たきり高齢者の増加は、災害時の安否確認や避難支援等

人員の運用及び把握に多くの時間を要する。また、避難時の転倒防止等二次災害

の防止にも注意が必要となり、できる限り負担の少ない安全確保策を追求する必

要がある。 

  ［風水害時の影響］ 

   ・高齢により、耳が聞こえにくくなったり、文字が読みにくくなったりなど、暴風

雨の状況においては避難情報が伝わりにくくなり、避難の遅れにつながりやすい。 
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 (２) 老朽化 

  ア 住宅 

    平成30（2018）年10月１日現在で、市内には54,850戸あり、そのうち昭和55（19 

80）年以前の旧建築基準で建築された住宅が8,420戸（約15.4％）存在する。旧建

築基準の住宅のうち、専用住宅は8,240戸、店舗その他は190戸である。 

  ［分析］ 

   ・平成28年熊本地震（2016年）において、益城町中心部では、旧建築基準の建物の

32.1％、新建築基準（建築基準法の新耐震基準が導入された基準（昭和56（198

1）年６月１日以降に着手）をいう。）の建物の7.6％が倒壊しており、旧建築基

準の建物に対する対策の必要性が改めて明らかになった。 

  ［震災時の影響］ 

   ・住居の耐震化及び屋内の安全化の適否が、直接死の防止に直結する。 

  ［風水害時の影響］ 

   ・家屋倒壊等氾濫想定区域内の住居は、河川氾濫時において倒壊のおそれが極めて

高いことから先行的な避難が必要となる。 

  イ 公共施設 

    市内の24万㎡の公共施設建物面積のうち、約８割が建築後30年以上を経過し老朽

化が進行している。 

  ［分析］ 

   ・平成29（2017）年３月に海老名市公共施設再編（適正化）計画を策定し、長期的

な対応を開始した。 

  ［震災時の影響］ 

   ・全ての建物は耐震性が確保されており、倒壊のおそれは少ないものと判断され、

屋内の家具等の転倒防止が重要となる。 

  ［風水害時の影響］ 

   ・市域西側平地部に建設された施設は、浸水想定区域に所在することから、重要な

機材、文書等を上階又は高台に移動できるよう表示や運搬要領を決めておく必要

がある。また、災害対策上重要な施設は、代替機能を確保しておく必要がある。 

  ウ インフラ 

    旧住宅地等には、電柱や古い水道管等も多く存在する。 

  ［分析］ 

   ・下水道を除き、電気・ガス・上水道・通信等部外公共機関等に依存しているもの

が多く、平素から当該機関等との連携を保持し、設備更新等の際は、重要度や優

先順位等に関し意見を提出できる準備及び関係を構築しておく必要がある。 



13 

  ［震災時の影響］ 

   ・一般的に事前の予兆なく一挙に被害が発生することから関係機関等と被害予測や

事前の対策について共有しておくことが必要である。また、災害対策本部等の訓

練を通じ、対応要領を共有しておくことが必要である。 

  ［風水害時の影響］ 

   ・浸水、水没等による被害は、設備全てが交換となる場合も多くあることから、復

旧までの時間を要することが多いので、代替手段の準備が必要である。 

 (３) 要配慮者利用施設 

    社会福祉施設、学校、医療施設、保育・幼稚園等防災上の配慮を要する者が利用

する施設は、公共施設のほか、民間による施設が多数存在する。 

  ［分析］ 

   ・浸水想定区域であり、地盤の軟らかい市域西側平地部に多数の施設が所在する。 

   ・インフラ（電気・ガス・水道等）の維持管理の程度が、災害時の施設機能の維持

及び運営に直接影響する。 

  ［震災時の影響］ 

   ・施設の耐震化及び屋内の安全化の適否は、直接死の防止に直結するとともに、イ

ンフラの確保が発災後の運営に際し、特に重要となる。 

  ［風水害時の影響］ 

   ・市域西側平地部に建設された施設は、浸水想定区域に所在することから、避難確

保計画を定めて訓練を行うとともに、重要な機材、文書等を上階又は高台に移動

できるよう表示や運搬要領を決めておく必要がある。また、災害対策上重要な施

設は、代替機能を確保しておく必要がある。 

 (４) 自衛隊・米軍施設 

    海老名駅の東側約５kmの位置に海上自衛隊厚木航空基地（米海軍厚木航空施設）、

北側約4.5kmの位置に陸上自衛隊座間駐屯地（米陸軍座間キャンプ）が所在する。 

  ［分析］ 

   ・輸送及び補給の拠点となり得る。 

  ［震災時の影響］ 

   ・海上自衛隊厚木航空基地には、広域医療搬送拠点（ＳＣＵ）が設置される。 

   ・空輸による全国からの支援物資を調達できる。 

  ［風水害時の影響］ 

   ・海上自衛隊厚木航空基地は、避難目標として識別しやすい。 
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第３章 起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）と脆弱性評価方法

１ 想定するリスク（大規模自然災害） 

  本市は、海岸から約10km離れた内陸部に位置し、山地・山林もなく市域全般が平地及

び丘陵で構成されている特性から、想定するリスク（大規模自然災害）は、市域に甚大

な被害をもたすものとなる大規模な地震災害又は風水害を当面主体に想定し、評価を実

施する。なお、火山噴火、竜巻、大雪等その他の自然災害については、大規模な地震災

害及び風水害を準用するとともに、必要な場合はその旨を付記する。 

２ 起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）の設定 

  国土強靭化の推進を図る上で、必要な対策を明らかにするため、大規模な地震災害及

び風水害に対する脆弱性を評価することは、重要なプロセスである。 

  本市は、脆弱性を評価するため、国及び県が実施した評価手法等を参考とし、基本計

画の45のリスクシナリオ及び県地域計画の40のリスクシナリオを踏まえ、市地域計画で

は、31の「起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）」を次のとおり設定する。 

  ※「起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）」の欄に掲げる番号は、基本計

画に定める番号を使用することから、市地域計画には空番号が存在する。 

基

本

目

標

１ 人命の保護が最大限図られること 

２ 市域の重要な機能が致命的な障害を受けず維持されること 

３ 市民の財産及び公共施設に係る被害の最小化 

４ 迅速な復旧復興 

事前に備えるべき目標 起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ） 

❶  直接死を最大限防ぐ

1-1 

【地震】住宅・建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊

や不特定多数が集まる施設の倒壊による多数の死傷者の

発生 

1-2 
【大規模火災】密集市街地や不特定多数が集まる施設に

おける大規模火災による多数の死傷者の発生 

1-4 
【洪水・風水害】突発的又は広域かつ長期的な市街地等

の浸水による多数の死傷者の発生 

❷

 救助・救急、医療活

動が迅速に行われると

ともに、被災者等の健

康・避難生活環境を確

実に確保する 

2-1 
〖物資・燃料〗被災地での食料・飲料水・電力・燃料

等、生命に関わる物資・エネルギー供給の停止 

2-3 
〖救助・救急〗自衛隊、警察、消防、海保等の被災等に

よる救助・救急活動等の絶対的不足 

2-4 
〖帰宅困難者〗想定を超える大量の帰宅困難者の発生、

混乱 

2-5 

〖医療〗医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援

ルートの途絶、エネルギー供給の途絶による医療機能の

麻痺 

2-6 〖衛生管理〗被災地における疫病・感染症等の大量発生

2-7 
〖健康管理〗劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理に

よる多数の被災者の健康状態の悪化・死者の発生 
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❸
 必要不可欠な行政機能

は確保する 

3-1 
〖警察機能〗被災による司法機能、警察機能の大幅な低下によ

る治安の悪化、社会の混乱 

3-3 
〖災害対策本部・行政〗地方行政機関の職員・施設等の被災に

よる機能の大幅な低下 

❹

 必要不可欠な情報通信

機能・情報サービスは確

保する 

4-1 
〖電話・メール〗防災・災害対応に必要な通信インフラの麻

痺・機能停止 

4-2 
〖マスメディア等〗テレビ・ラジオ放送の中断等により災害情

報が必要な者に伝達できない事態 

4-3 

〖情報サービス〗災害時に活用する情報サービスが機能停止

し、情報の収集・伝達ができず、避難行動や救助・支援が遅れ

る事態 

❺
 経済活動を機能不全に

陥らせない 

5-1 
〖供給連鎖〗サプライチェーンの寸断等による企業の生産力低

下による国際競争力の低下 

5-2 
〖エネルギー〗エネルギー供給の停止による、社会経済活動・

サプライチェーンの維持への甚大な影響 

5-5 

〖基幹交通網〗太平洋ベルト地帯の幹線が分断するなど、基幹

的陸上海上交通ネットワークの機能停止による物流・人流への

甚大な影響 

5-8 〖食料〗食料等の安定供給の停滞 

❻

 ライフライン、燃料供

給関連施設、交通ネット

ワーク等の被害を最小限

に留めるとともに、早期

に復旧させる 

6-1 

〖エネルギー〗電力供給ネットワーク（発変電所、送配電総設

備）や都市ガス供給、石油・ＬＰガスサプライチェーン等の長

期間にわたる機能の停止 

6-2 〖上下水道〗上下水道の長期間にわたる供給停止 

6-3 〖汚水処理〗汚水処理施設等の長期間にわたる機能停止 

6-4 
〖交通インフラ〗新幹線等基幹的交通から地域交通網まで、陸

海空の交通インフラの長期間にわたる機能停止 

6-5 〖堤防・水門等〗防災インフラの長期間にわたる機能不全 

❼
 制御不能な複合災害・

二次災害を発生させない 

7-1 
〖地震～火災〗地震に伴う市街地の大規模火災の発生による多

数の死傷者の発生 

7-3 
〖倒壊～交通麻痺〗沿線・沿道の建物倒壊に伴う閉塞、地下構

造物の倒壊等に伴う陥没による交通麻痺 

7-5 〖有害物質〗有害物質の大規模拡散・流出による国土の荒廃 

❽

 社会・経済が迅速かつ

従前より強靭な姿で復興

できる条件を整備する 

8-1 
〖災害廃棄物〗大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により

復興が大幅に遅れる事態 

8-2 

〖人材〗復興を支える人材等（専門家、コーディネーター、労

働者、地域に精通した技術者等）の不足、より良い復興に向け

たビジョンの欠如等により復興できなくなる事態 

8-3 
〖浸水〗広域地盤沈下等による広域・長期にわたる浸水被害の

発生により復興が大幅に遅れる事態 

8-4 
〖有形・無形文化〗貴重な文化財や環境的資産の喪失、地域コ

ミュニティの崩壊等による有形・無形の文化の衰退・損失 

8-5 
〖用地〗事業用地の確保、仮設住宅・仮店舗・仮事業所等の整

備が進まず復興が大幅に遅れる事態 
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３ 強靭化施策分野の設定 

  31の「起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）」を回避するために、必要な

施策の分野として、次の５つの個別施策分野と１つの横断的施策分野を設定する。 

 個別施策分野

 行政機能／警察・消防等 

 住宅・国土保全・交通 

 保健医療・福祉 

 産業・エネルギー・環境 

 教育・文化

 横断的施策分野  リスクコミュニケーション

４ 脆弱性評価の結果 

  本市では、神奈川県地震防災戦略（平成28（2016）年３月）及び海老名市地域防災計

画を参考としながら、31の「起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）」ごとに、

国土強靭化に資する施策について整理し、脆弱性評価を実施した。 

  脆弱性評価の結果は、次の17ページから21ページまでのとおりである。 
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国土強靭化に資する施策の整理、脆弱性の評価等

事前に 

備えるべき目標 

起きてはならない最悪の事態 

（リスクシナリオ） 

個別施策分野 横断的施策分野 
脆弱性の評価 施策（推進方針） 重点・優先

行政機能／警察・消防等 住宅・国土保全・交通 保健医療・福祉 産業・エネルギー・環境 教育・文化 リスクコミュニケーション

❶
直接死を最

大限防ぐ 

1-1

【地震】 
住宅・建物・交通施設等の

複合的・大規模倒壊や不特

定多数が集まる施設の倒壊

による多数の死傷者の発生

【被害の防止】 

◆住宅の耐震化 

◆屋内の家具等の固定 

◆住宅リフォーム 

◆非構造物の落下防止 

◆液状化対策 

◆危険物施設等の安全対策

◆一時避難場所の確保 

◆堤防強化・河川改修の県

 への継続要望 

◆土砂災害警戒区域の点検

◆市民からの急傾斜地崩壊 

 危険区域の指定要望に伴

 う県への要望 

◆耐震診断の助成 

◆ブロック塀等の安全化 

◆計画的土地利用 

◆市街地再開発 

◆高架橋等の安全対策 

◆橋りょう等点検及び長 

 寿命化施策 

◆鉄道駅等の強化 

◆駅関係機関情報交換会 

◆病院等の耐震化 

◆要配慮者施設の耐震化等

◆有害物質の拡散防止 ◆学校施設の耐震化 

◆学校施設の防災機能強化

及び長寿命化 

◆通学路の安全確保 

◆学校での防災教育 

◆体育館等の非構造物の落

 下防止 

◆耐震化及び安全確保に関

 する普及啓発 

◆駅関係機関情報交換会 

◆身を守る行動の習性化 

◆地区防災計画の策定促進

◆外来者への情報提供 

◆重機操作員の確保 

◆病院への搬送体制 

 （搬送経路及び搬送手段

 の確保） 

①建築物の耐震・安全化 

②地域の安全確保 

③学校・事業者等の防災対

 策 

④地域の防災力の向上 

⑤要配慮者等への支援 

⑥防災関係機関等との連携

 した実戦的訓練の実施 

●

【被害の局限】 

◆消防救助訓練 

◆自衛隊、緊消隊の受援体

 制 

◆重機の確保（協定締結）

◆災害対策本部訓練 

◆起震車による地震体験 

◆ハザードマップ等の周知

◆市民参加の訓練 

◆消防団の充実強化 

◆外国人の安全確保対策 

◆帰宅困難者対策訓練 ◆三師会（医師会・歯科医

 師会・薬剤師会）トリア

 ージ訓練 

◆病院等のＢＣＰ策定 

◆民間社会福祉施設の耐震

 化に対する財政的助言 

◆企業等の避難訓練 ◆学校防災計画の見直し 

◆学校等での避難訓練 

◆県立高校の訓練支援 

◆文化財の防災対策 

◆各種防災訓練の実施 

◆要配慮者等への支援 

◆帰宅困難者対策訓練 

1-2

【大規模火災】 
 密集市街地や不特定多数

が集まる施設における大規

模火災による多数の死傷者

の発生 

【被害の防止】 

◆住宅用火災警報器の設置

 奨励 

◆消防設備点検・消防査察

 による防火指導の実施 

◆建築物等完成検査 

◆開発指導等の指導 

 （道路幅員の確保、公園

 の整備等） 

  ◆学校での防災教育  

◆情報収集体制の整備 

◆住民等への情報伝達体制

 の整備 

◆避難行動要支援者個別計

 画の作成 

①建物の出火防止 

②地域の安全確保 

③情報収集及び情報伝達体

 制の整備・強化 

④初期消火体制の確保 

⑤地域の防災力の向上 

⑥要配慮者等への支援 

⑦防災関係機関との連携し

 た実戦的訓練の実施 

－ 

【被害の局限】 

◆防災・防犯カメラ・ドロ

 ーンによる情報収集 

◆街路消火器の設置 

◆消防水利の確保 

◆広域避難場所の設定 

◆消防団の充実強化 

◆自主防災訓練の強化 

◆消防の相互応援体制 

◆消防救急デジタル無線の

維持管理 

◆広域応援訓練への参加 

◆災害対応・緊急車両の整

 備 

◆密集市街地の指定 

 （警防計画の作成） 

◆遠距離送水訓練 

 ◆避難行動要支援者名簿の

 作成配布 

 ◆学校等での避難訓練 ◆自主防災訓練等による初

 期消火の徹底 

1-4

【洪水・風水害】 
 突発的又は広域かつ長期

的な市街地等の浸水による

多数の死傷者の発生 

【被害の防止】 

◆気象予報士の確保 

◆堤防強化・河川改修の県

 への継続要望 

◆ハザードマップの周知 

◆タイムラインの作成・運

 用 

◆土砂災害警戒区域の点検

◆市民からの急傾斜地崩壊

 危険区域の指定要望に伴 

 う県への要望 

◆マイタイムラインの周知

 ・作成

◆排水設備の清掃整備 

◆避難路の整備 

◆避難行動要支援者名簿の

 作成配布 

◆有害物質の拡散防止 ◆学校での防災教育 ◆自主防災訓練に避難要領

 の確認 

◆気象情報の早期入手 

◆情報伝達体制の整備 

◆意思疎通された放流要領

◆広域避難体制の構築 

◆地区防災計画の策定促進

◆要配慮者利用施設の避難

 確保計画の作成・訓練実

 施 

◆避難用交通路の確保 

◆大規模災害想定訓練の実

 施 

①地域の安全確保 

②情報収集及び情報伝達体

 制の整備・強化 

③相互応援体制の整備・強

 化 

④地域の防災力の向上 

⑤要配慮者等への支援 

⑥防災関係機関との連携し

 た実戦的訓練の実施 

●

【被害の局限】 

◆危険物施設の安全対策 

◆水防訓練の実施 

◆広報車両の整備 

 ◆要配慮者避難確保計画の

個別計画作成 

◆要配慮者支援施設の避難

計画作成及び避難訓練指

導 

 ◆学校等での避難訓練 ◆県、隣接市等と連携した

広域避難計画作成 

※「起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）」の欄に掲げる番号は、基本計画に定める番号を使用することから、市地域計画には空番号が存在する。  
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事前に 

備えるべき目標 

起きてはならない最悪の事態 

（リスクシナリオ） 

個別施策分野 横断的施策分野 
脆弱性の評価 施策（推進方針） 重点・優先

行政機能／警察・消防等 住宅・国土保全・交通 保健医療・福祉 産業・エネルギー・環境 教育・文化 リスクコミュニケーション

❷

 救助・救

急、医療活

動が迅速に

行われると

ともに、被

災者等の健

康・避難生

活環境を確

実に確保す

る 

2-1

〖物資・燃料〗
 被災地での食料・飲料水

・電力・燃料等、生命に関

わる物資・エネルギー供給

の停止 

◆市民・企業の備蓄の条例

 化 

 （災害対策基本条例） 

◆食料・水・燃料の備蓄 

◆災害応援協定による応援

 体制の確保 

◆災害時協力車両登録制度

 の実施 

◆プッシュ型支援対応施設

 の整備 

◆緊急輸送補完道路の設定

◆一般家庭への太陽光発電

 設備（リチウムイオン蓄

 電池）の普及推進 

◆三師会（医師・歯科医師

 ・薬剤師会）との定期的

 会合 

◆非発用、暖房用燃料の備

 蓄 

◆事業所への再生可能エネ

 ルギー発電設備（リチウ

 ムイオン蓄電池を含む。

 ）の普及推進 

◆給食機関との定期的訓練 ◆災害対策本部訓練の実施

◆水道営業所との訓練 

◆県・国との緊急輸送路の

 確保要領の調整 

◆避難所との通信の確保 

◆物資等の補給体制の確保

－ 

2-3

〖救助・救急〗
 自衛隊、警察、消防、海

保等の被災等による救助・

救急活動等の絶対的不足 

◆集結・宿営施設の確保 

◆重機の確保 

 （協定締結） 

◆自主防災組織の育成 

◆消防団員の確保 

◆自衛隊・警察へのＭＣＡ

 無線機の配備 

◆建物の耐震化 

◆自衛隊、緊急消防援助隊

 の受援体制 

◆高機能消防指令センター

 の整備及び消防救急無線

 のデジタル化 

◆広域応援訓練への参加 

◆市・消防・警察・自衛隊

 の職員の子どもの一時預

 かりによる参集者の増加

  ◆自衛隊・警察・消防との

 災害対策本部訓練の実施

◆米軍との連携 

◆緊急交通路の確保 

◆ＤＭＡＴ､医療関係者の

確保 

◆自主防災訓練の強化 

◆重機オペレーターの確保

◆救助・救急能力の確保 

－ 

2-4
〖帰宅困難者〗
 想定を超える大量の帰宅

困難者の発生、混乱 

◆一時滞在所の開設運営訓

 練の実施 

◆帰宅困難者用備蓄の実施

◆全ての一般避難所の運営

 訓練の実施 

◆海老名駅各社へのＭＣＡ

 無線機の配備 

◆帰宅困難者訓練の実施  ◆企業社員のとどめ置き ◆県立高校の生徒のとどめ

 置き 

◆駅周辺事業者参加の帰宅

 困難者対策訓練の実施 

◆関係機関、事業者等との

 通信手段の確保 

◆駅及び駅周辺事業者と連

 携した帰宅困難者対策 

－ 

2-5

〖医療〗
 医療施設及び関係者の絶

対的不足・被災、支援ルー

トの途絶、エネルギー供給

の途絶による医療機能の麻

痺 

◆三師会トリアージ訓練へ

 の消防署の参加 

◆水道営業所計画の病院に

 対する応急給水訓練の実

 施 

◆主要３病院にＭＣＡ無線

 機の配備 

◆建物の耐震化 ◆三師会（医師・歯科医師

 ・薬剤師会）との定期的

 会合 

◆三師会トリアージ訓練へ

 の参加 

◆海老名総合病院とのＢＣ

 Ｐの打合せ 

◆病院の非常用発電設備用

 燃料支援の米軍調整 

 ◆三師会との定期的会合 

◆三師会トリアージ訓練へ

 の参加 

◆緊急交通路の整備・確保

◆市内主要３病院・厚木基

 地前の輸送ルートの確保

◆三師会との図上訓練 

◆医療救護体制の確保 

－ 

2-6
〖衛生管理〗
 被災地における疫病・感

染症等の大量発生 

◆トイレ袋、おむつ、衛生

 用品の備蓄継続 

◆避難所運営訓練での衛生

 施策の訓練 

◆生活用品の調達 

 （協定締結） 

◆下水道ＢＣＰの整備 

◆下水道の耐震化 

◆上水道の耐震化優先調整

◆予防接種 

 （麻疹・風疹） 

 ◆避難所運営訓練への教職

 員の参加 

◆全避難所の避難所運営訓

 練の実施 

 （マニュアル修正） 

◆消毒薬、殺虫剤の確保 ◆衛生環境の悪化防止 

●

2-7

〖健康管理〗
 劣悪な避難生活環境、不

十分な健康管理による多数

の被災者の健康状態の悪化

・死者の発生 

◆避難所施設に非常用発電

 設備の設置 

◆避難所のトイレを洋式ト

 イレに変更済み 

◆備蓄倉庫の整備維持 

◆トイレ袋・災害用トイレ

 の備蓄 

◆避難所運営訓練で健康管

 理施策を実施 

◆居住環境、プライバシー

 対策の確保 

◆生活用水の確保 

 （井戸） 

 ◆医療情報の提供 ◆非常用発電設備用燃料の

 備蓄 

◆学校教室、コミュニティ

 センターはエアコン設置

 済み 

 （非停電の場合使用可）

◆避難所運営訓練で避難所

 生活の体験 

◆避難所への医師・保健師

 等の巡回指導 

◆三師会との図上訓練 

◆避難所におけるより良い

 生活環境の整備 

●

※「起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）」の欄に掲げる番号は、基本計画に定める番号を使用することから、市地域計画には空番号が存在する。 
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事前に 

備えるべき目標 

起きてはならない最悪の事態 

（リスクシナリオ） 

個別施策分野 横断的施策分野 
脆弱性の評価 施策（推進方針） 重点・優先

行政機能／警察・消防等 住宅・国土保全・交通 保健医療・福祉 産業・エネルギー・環境 教育・文化 リスクコミュニケーション

❸

 必要不可

欠な行政機

能は確保す

る 

3-1

〖警察機能〗
 被災による司法機能、警

察機能の大幅な低下による

治安の悪化、社会の混乱 

◆防犯・防災カメラの設置  ◆市・消防・警察・自衛隊

 の職員の子ども一時預か

 りによる参集者の増加 

   ◆自主防災組織、消防団に

 よるパトロール 

◆自前通信システム上での

 防犯カメラ等の運用 

◆地域防災力等による治安

 の維持 

－ 

3-3

〖災害対策本部・行政

〗
 地方行政機関の職員・施

設等の被災による機能の大

幅な低下 

◆緊急参集訓練による参集

 能力の向上 

◆施設及び職員宅の耐震化

 等 

◆人事異動等を重視したＢ

 ＣＰ体制の確立 

◆屋外災害対策本部の準備

◆職員用食料等の備蓄 

◆相互応援協定による応援

 体制 

 ◆市・消防・警察・自衛隊

 の職員の子ども一時預か

 りによる参集者の増加 

◆非常用発電設備用の燃料

 の備蓄 

 ◆全避難所での運営訓練及

 び災害対策本部訓練の毎

 年実施 

 （相互運用性の向上） 

◆県との複数の通信連絡手

 段の確保 

◆地区防災計画の策定 

 （各地区の自己完結性）

◆自前の双方向通信手段の

 確保 

◆悪条件下における災害対

 策本部運営体制の整備 

●

❹

 必要不可

欠な情報通

信機能・情

報サービス

は確保する

4-1

〖電話・メール〗
 防災・災害対応に必要な

通信インフラの麻痺・機能

停止 

◆防災行政無線による市民

 への情報提供 

◆全避難所に非常用発電設

 備の設置 

  ◆非常用発電設備用の燃料

 の備蓄 

  ◆被害状況、被災者ニーズ

 把握のための自前の双方

 向通信の確保 

◆自己完結性を有する市内

 情報伝達手段の整備 

●

4-2

〖マスメディア等〗
 テレビ・ラジオ放送の中

断等により災害情報が必要

な者に伝達できない事態 

◆防災行政無線による市民

 への情報提供 

◆防災ラジオの頒布 

 （防災行政無線同報） 

◆ラジオの難聴対策 

◆防災アプリの周知・利用

 （ダウンロード型） 

◆消防団、広報車等による

 広報 

◆公衆無線LANの整備 

     ◆部外に依存しない自前の

 双方向通信の確保 

◆防災行政無線を主体とし

 た情報伝達手段の充実強

 化 

－ 

4-3

〖情報サービス〗
 災害時に活用する情報サ

ービスが機能停止し、情報

の収集・伝達ができず、避

難行動や救助・支援が遅れ

る事態 

◆防災行政無線による放送

 ・通信 

◆防災アプリの周知・利用

 （ダウンロード型） 

◆消防無線・ＭＣＡ無線の

 利用 

◆消防団、広報車等による

 広報 

     ◆部外に依存しない自前の

 通信システムの整備 

◆関係機関等と災害対策本

 部訓練の実施 

 （認識の統一） 

◆自己完結性を有する双方

 向通信手段の整備 

－ 

❺

 経済活動

を機能不全

に陥らせな

い 

5-1

〖供給連鎖〗
 サプライチェーンの寸断

等による企業の生産力低下

による国際競争力の低下 

 ◆道路網の整備 

 （圏央道補完、渋滞ネッ

 ク解消、県要望等） 

◆道路の立体化 

 ◆企業等の防災体制の確立   ◆訓練実施による復旧復興

 の優先順位等の検討 

◆企業の災害対処能力の向

 上 

－ 

5-2

〖エネルギー〗
 エネルギー供給の停止に

よる、社会経済活動・サプ

ライチェーンの維持への甚

大な影響 

 ◆道路網の整備 

 （圏央道補完、渋滞ネッ

 ク解消、県要望等） 

◆道路の立体化 

◆一般家庭への太陽光発電

 設備（リチウムイオン蓄

 電池）の普及推進 

 ◆企業等の防災体制の確立

◆事業所への再生可能エネ

 ルギー発電設備（リチウ

 ムイオン蓄電池を含む。

 ）の普及推進 

◆自家発電設備の整備及び

燃料の備蓄 

  ◆訓練実施による復旧復興

 の優先順位等の検討 

◆企業及び家庭の災害対処

 能力の向上 

－ 

5-5

〖基幹交通網〗
 太平洋ベルト地帯の幹線

が分断するなど、基幹的陸

上海上交通ネットワークの

機能停止による物流・人流

への甚大な影響 

 ◆道路網の整備 

 （圏央道補完、渋滞ネッ

 ク解消、県要望等） 

◆道路の立体化 

◆橋りょう等点検及び長 

 寿命化施策 

     ◆緊急輸送路等の確保 

－ 

5-8
〖食料〗
 食料等の安定供給の停滞

 ◆道路網の整備 

 （圏央道補完、渋滞ネッ

 ク解消、県要望等） 

◆道路の立体化 

    ◆農地の早期復旧支援 

◆水路の確保・長寿命化 

◆海上自衛隊厚木航空基地

 ・陸上自衛隊座間駐屯地

 までの輸送路の確保 

◆食料等の確保及び供給体

 制の整備 

－ 

※「起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）」の欄に掲げる番号は、基本計画に定める番号を使用することから、市地域計画には空番号が存在する。
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事前に 

備えるべき目標 

起きてはならない最悪の事態 

（リスクシナリオ） 

個別施策分野 横断的施策分野 
脆弱性の評価 施策（推進方針） 重点・優先

行政機能／警察・消防等 住宅・国土保全・交通 保健医療・福祉 産業・エネルギー・環境 教育・文化 リスクコミュニケーション

❻

 ライフラ

イン、燃料

供給関連施

設、交通ネ

ットワーク

等の被害を

最小限に留

めるととも

に、早期に

復旧させる

6-1

〖エネルギー〗
 電力供給ネットワーク（

発変電所、送配電総設備）

や都市ガス供給、石油・Ｌ

Ｐガスサプライチェーン等

の長期間にわたる機能の停

止 

◆東京電力とのホットライ

 ン構築 

◆燃料の循環備蓄 

◆電気自動車等の導入 

◆遠隔市町との災害協定の

 締結 

◆災害協定の締結 

 （石油業・ガス） 

◆災害協定の締結 

 （遠隔地避難） 

◆ドラム缶の備蓄 

◆一般家庭への太陽光発 

 電設備（リチウムイオ 

 ン蓄電池）の普及推進 

 ◆企業等の防災体制の確立

 （ＢＣＰ・浸水防止計画

 等） 

◆事業所への再生可能エネ

 ルギー発電設備（リチウ

 ムイオン蓄電池を含む。

 ）の普及推進 

  ◆インフラ企業への資機材

 置場の提供 

◆燃料の継続的確保 

●

6-2
〖上下水道〗
 上下水道の長期間にわた

る供給停止 

◆トイレの備蓄、推奨 

◆災害協定の締結 

 （飲料水） 

◆地下水利用システムの運

 用 

◆防災井戸、災害時協力井

 戸の運用 

◆災害協定の締結 

 （遠隔地避難） 

◆下水道ＢＣＰの整備 

◆下水道の耐震化 

◆上水道の耐震化優先調整

 ◆農業用井戸の状況確認  ◆各種訓練への応急給水 

 の計画 

◆病院等主要施設の優先耐

 震化 

◆上下水道の機能維持 

●

6-3
〖汚水処理〗
 汚水処理施設等の長期間

にわたる機能停止 

◆災害協定市との処理要請

◆雨水排水施設の整備維持

◆汚水処理施設の耐震 

 化・津波対策協力 

 ◆浄化槽の整備   ◆寒川町、茅ヶ崎市との訓

 練実施による検証 

◆汚水処理機能の確保 

－ 

6-4

〖交通インフラ〗
 新幹線等基幹的交通から

地域交通網まで、陸海空の

交通インフラの長期間にわ

たる機能停止 

◆災害協定の締結 

 （遠隔地避難） 

◆警察との連携 

◆電線共同溝等の整備 

◆道路復旧に必要な資機材

 の整備 

◆道路の立体化 

◆警察の職員の子ども一時

 預かり 

   ◆踏切開放に関する鉄道三

 社との連携訓練 

◆交通機能の確保 

－ 

6-5
〖堤防・水門等〗
 防災インフラの長期間に

わたる機能不全 

◆消防団等によるパトロー

 ルの実施 

◆河川堤防の早期点検     ◆重要水防区域の早期改修

 県への継続要望 

◆災害等での損傷箇所の県

 への早期復旧の要請 

◆堤防機能の維持強化 

－ 

❼

 制御不能

な複合災害

・二次災害

を発生させ

ない 

7-1

〖地震～火災〗
 地震に伴う市街地の大規

模火災の発生による多数の

死傷者の発生

◆水利の確保 

 （耐震化） 

◆緊急交通路の確保 

◆近隣市との消防相互応援

 の協定 

◆消防団の強化 

◆広域避難訓練への参加 

◆街路消火器の整備 

◆広域避難場所の指定 

◆広域避難場所誘導標識の

 設置 

◆感震ブレーカー設置補助

◆建物の不燃化 

◆道路幅員の確保 

   ◆自主防災訓練による消火

 活動、意識醸成 

◆近隣市町村との広域連携

◆同時多発時の対処要領の

 検討 

◆初期消火体制の充実強化

－ 

7-3

〖倒壊～交通麻痺〗
 沿線・沿道の建物倒壊に

伴う閉塞、地下構造物の倒

壊等に伴う陥没による交通

麻痺

◆建築物の耐震化 

◆道路啓開、交通規制体制

 整備 

◆応急危険度判定活動の体

 制整備 

◆地下空洞の調査 

◆下水道管の強化（液状化

 対策） 

◆避難場所の整備 

  ◆通学路の安全確保  ◆耐震診断の義務付け ◆総合的な道路事業の実施

－ 

7-5
〖有害物質〗
 有害物質の大規模拡散・

流出による国土の荒廃

◆有害物質取扱業者の把握

 調査 

◆避難場所の確保 

  ◆危険物施設の安全対策    ◆有害物質等の確実な管理

 及び指導 

－ 

※「起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）」の欄に掲げる番号は、基本計画に定める番号を使用することから、市地域計画には空番号が存在する。
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事前に 

備えるべき目標 

起きてはならない最悪の事態 

（リスクシナリオ） 

個別施策分野 横断的施策分野 
脆弱性の評価 施策（推進方針） 重点・優先

行政機能／警察・消防等 住宅・国土保全・交通 保健医療・福祉 産業・エネルギー・環境 教育・文化 リスクコミュニケーション

❽

 社会・経

済が迅速か

つ従前より

強靭な姿で

復興できる

条件を整備

する 

8-1

〖災害廃棄物〗
 大量に発生する災害廃棄

物の処理の停滞により復興

が大幅に遅れる事態 

◆建築物の耐震化 

 （発生抑制） 

  ◆災害廃棄物の処理体制の

 整備 

 （仮置き場・輸送体制）

   ◆産業廃棄物の処理体制の

 整備 

－ 

8-2

〖人材〗
 復興を支える人材等（専

門家、コーディネーター、

労働者、地域に精通した技

術者等）の不足、より良い

復興に向けたビジョンの欠

如等により復興できなくな

る事態 

◆広域応援体制の整備 ◆市街地復興対策マニュア

 ルの整備 

   ◆自主防災訓練等によるコ

 ミュニティの維持 

 ◆復興に関する人材確保体

 制の整備 

－ 

8-3

〖浸水〗
 広域地盤沈下等による広

域・長期にわたる浸水被害

の発生により復興が大幅に

遅れる事態 

 ◆地籍調査の促進 

◆重要水防区域の河川改修

 の県への継続要望 

◆排水機材の整備 

     ◆浸水による被害の局限 

－ 

8-4

〖有形・無形文化〗
 貴重な文化財や環境的資

産の喪失、地域コミュニテ

ィの崩壊等による有形・無

形の文化の衰退・損失 

 ◆仮設住宅建設 

 （コミュニティ配慮） 

  ◆文化財の耐震化 

◆文化伝承処置 

 （アーカイブ化） 

◆自治会、商店会等のイベ

 ント等の奨励 

 ◆地域コミュニティの充実

 強化 

－ 

8-5

〖用地〗
 事業用地の確保、仮設住

宅・仮店舗・仮事業所等の

整備が進まず復興が大幅に

遅れる事態 

◆罹（り）災証明書の早期

 発行 

◆火災防止の徹底 

◆地籍調査の実施 

◆仮設住宅用地の確保 

   ◆自治会、商店会等のイベ

 ント等の奨励 

 ◆災害時に転用可能な用地

 の確保 

－ 

個別施策分野ごとの評価

◆業務継続体制の確保 

◆食料、水、燃料備蓄の維

 持 

◆情報通信システムの冗長

性の確保 

◆災害対策本部訓練、避難

所運営訓練等の継続 

◆広域連携・相互応援体制

 の確保 

◆関係機関等との連携維持

◆住宅・建築物の耐震化 

◆道路の安全化 

◆不燃化等火災発生防止 

◆上下水道の耐震化 

◆医療施設の耐震化 

◆三師会との連携 

◆医療施設の業務継続体制

 の確保 

◆燃料備蓄体制の維持 

◆燃料の継続的入手体制の

 確保 

◆有害物質の拡散防止 

◆災害廃棄物の処理体制の

 確立 

◆学校施設の耐震性の維持

◆通学路の安全確保 

◆学校での防災教育・訓練

◆自主防災訓練の充実強化

◆地域コミュニティの充実

 強化 

◆情報収集の伝達手段の充

 実強化 

◆広域避難要領の具体化 

－ － 
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第４章 強靭化の推進方針

 脆弱性評価の結果に基づき、８つの「事前に備えるべき目標」の妨げとなる31の「起き

てはならない最悪の事態（リスクシナリオ）」を回避するため、各「施策」のとおり列挙

し、各「施策」との関連性を「起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）」ごとに、

「施策」の推進方針及び主な取組を取りまとめた。 

 この際、神奈川県地震防災戦略及び海老名市地域防災計画との相互関係性の観点から、

これらを参考に施策の記述順を整理した。また、個別施策分野の進捗や実績を把握するた

め、必要に応じて重要業績指標を定めて目標値を設定した。 

＜各施策の推進方針の凡例＞ 

施策名 

推
進
方
針

主
な
取
組

重
要
業
績
指
標

指  標 現状〔年度〕 目標〔年度〕 

関連計画 

当該施策の推進方針を記載 

当該施策の主な取組を例示
【  】内は、担当部等 

当該施策に関連する 
重要業績指標

現状で把握可能な
数値及び該当年度

目標とする数値及び
その達成目標年度

主な取組に関連する各種個別計画 
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 （事前に備えるべき目標） 

❶ 直接死を最大限防ぐ 

 （起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）） 

1-1 【地震】住宅・建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊や不特定多数が集まる施設の倒壊によ

る多数の死傷者の発生 

《施策》①建築物の耐震・安全化 

推
進
方
針

 住宅や大規模建築物等の耐震化について、耐震診断の実施、効果的な耐震補強策の普及等、耐震

化に関する意識啓発を図るとともに、耐震改修工事や建替え等の促進を図る。また、屋内の安全確

保について対策を進める。 

主
な
取
組

 <住 宅> 

◆旧建築基準の木造住宅における、防災ベッド等の設置に対し補助を行う。  【まちづくり部】 

◆旧建築基準の木造住宅の耐震診断・耐震改修に対し補助を行う。      【まちづくり部】 

◆旧建築基準の分譲マンションの耐震診断に対し補助を行う。        【まちづくり部】 

◆耐震関係補助制度を市ホームページに掲載し、耐震化に対する普及・啓発を図る。 

                                    【まちづくり部】 

◆70歳以上の独居高齢者に対し家具転倒防止板の設置を行う。         【保健福祉部】 

◆空き家を抑制する利活用支援、住宅リフォーム補助を行う。        【まちづくり部】 

◆市街地内の老朽化木造建築物が密集している地区等において、市街地再開発事業等を推進し道路

の拡幅、公園や広場、耐火性・耐震性のある建築物を一体的に整備することにより、防火性、安

全性の高い市街地を形成する。                     【まちづくり部】 

 <大規模建築物> 

◆不特定多数又は避難弱者が利用する大規模建築物について、市は、県が進める耐震化に向けた取

組を支援するという観点から、建築物の所有者等に対して耐震診断や耐震改修に取組やすい環境

整備を進める。また、避難等の安全確保対策について指導を行う。     【まちづくり部】 

◆県が耐震診断を義務付ける緊急輸送路沿道建築物の所有者に対して耐震化に対する意識の向上を

図るため意識啓発活動を進め、避難等の安全確保対策について適切な指導を行う。 

                                    【まちづくり部】 

 <公共施設・学校> 

◆災害時に避難所等の予定施設となる市内の公共施設は耐震化率100％である。   【関係各部】 

◆学校施設（給食調理施設を含む。）の防災機能強化、長寿命化を推進する。    【教育部】 

◆非構造部材の安全点検を行う。                       【関係各部】 

 <医療施設> 

◆海老名総合病院、湘陽かしわ台病院、さがみ野中央病院の耐震化について確認し、不足がある場

合は、対応するとともに、補助等の必要な支援情報を提供する。       【保健福祉部】 

<不特定多数利用施設> 

◆指定管理者を含む各施設の管理者に対して施設利用者の避難対策等の安全確保対策について適切

な指導を行うとともに、定期的に訓練を行うなど日頃からの連携に努める。   【関係各部】 

重
要
業
績
指
標

指標 現状〔年度〕 目標〔年度〕 

・住宅の耐震化率 

・公共施設の耐震化率 

・小・中学校の耐震化率 

94.0％〔R02（2020）〕

100％〔H30（2018）〕

100％〔H30（2018）〕

95％〔2021〕

 － 〔  〕

 － 〔  〕

関連計画 神奈川県地震防災戦略 重点施策１・２・３・４・16 
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《施策》②地域の安全確保 

推
進
方
針

 大規模地震や風水害発生時、混乱状態の中で多くの市民等が安全に避難できるよう道路（避難

路）や公園等の空地（避難場所）を確保する。 

 急傾斜地や土砂災害警戒区域に対する安全を確保するため、平素から危険箇所の点検及び県への

対策工事の要望を行う。 

主
な
取
組

 <計画的な土地利用> 

◆民間事業者が行う開発事業に対して開発協議等により、開発技術基準に基づく防災上安全な道路

幅員の確保や道路構造・形状に係る指導及び安全な道路の確保、公園の整備等を行う。 

                                    【まちづくり部】 

◆公園の集約及び防災機能を充実する公園の整備について検討を行う。また、自然緑地保全区域及

び保存樹木の所有者に適正な維持管理を促す。              【まちづくり部】 

◆内水被害を防止する雨水排水施設の整備（新設・増設）を推進するとともに、既存施設の定期的

な維持管理により、排水処理能力の向上と維持を図る。          【まちづくり部】 

◆相模川の氾濫時等に必要となる東西方向へ円滑に避難できる道路の整備に努める。この際、踏切

の解消及び高齢者等にも段丘崖部分を円滑かつ迅速に通行できるよう着意する。 

                                    【まちづくり部】 

◆土地区画整理事業等で道路及び公園の都市基盤を整え、災害に強い市街地の形成を図る。 

                                    【まちづくり部】 

◆市街地内の老朽化木造建築物が密集している地区等において、市街地再開発事業等を推進し道路

の拡幅、公園や広場、耐火性・耐震性のある建築物を一体的に整備することにより、防火性、安

全性の高い市街地を形成する。                     【まちづくり部】 

◆公園斜面等の点検を実施し、安全対策について検討を行う。        【まちづくり部】

 <急傾斜地対策> 

◆清水坂地区を急傾斜崩壊危険区域へ要望する。                 【市長室】 

◆土砂災害警戒区域の点検を実施し、安全対策について検討を行う。 【市長室・まちづくり部】 

 <ブロック塀等の安全化> 

◆道路に面したブロック塀等の撤去に対し補助を行う。           【まちづくり部】 

 <液状化等対策> 

◆地震被害想定調査で想定した地域の液状化危険度について、防災マップ及び市防災ホームページ

に掲載し周知を図る。                            【市長室】 

◆大規模盛土造成地マップを市防災ホームページで公開し、周知を図る。      【市長室】 

 <道路・橋りょう等> 

◆道路新設・道路拡幅により、分散退避や迅速な避難行動ができるよう交通安全施設等の整備に努

める。                                【まちづくり部】 

◆道路斜面の点検、安全工事対策等を実施し、道路の安全確保を図る。    【まちづくり部】 

◆道路橋について、国等が定める耐震基準等に基づき、耐震性能を維持し、安全確保に努める。ま

た、定期的な点検により、予防保全の管理を推進する。          【まちづくり部】 

◆安全な避難路を確保するため大型標識、隧道（大型ボックスカルバート）、道路照明灯等の道路

施設について定期的な点検により、予防保全の管理を推進する。      【まちづくり部】 

◆鉄道を横断する跨線橋、地下隧道による立体化を推進し、踏切閉鎖による交通分断の解消を図

る。                                 【まちづくり部】 

◆迅速な復旧活動が図れるよう地籍調査を推進する。            【まちづくり部】 
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主
な
取
組

 <堤防の強化要望等> 

◆河川管理者(神奈川県)に対し、重要水防箇所の一級河川堤防の強化及び相模川の排水処理能力を

向上させるための河床掘削、永池川の未整備区間の促進について要望を継続し浸水被害の防止を

図る。                                【まちづくり部】 

◆街路樹の剪定及び樹木診断等の維持管理を行い、間伐や再配置等、予防保全の管理を推進する。 

                                    【まちづくり部】 

◆治水のためのダムの放流要領について河川管理者及びダム管理事務所との意思疎通を行う。 

                                       【市長室】 

 <鉄道駅等の強化> 

◆鉄道３線が結節する海老名駅の利用者安全性向上として、相模鉄道海老名駅の改札口を増設し、

駅前広場を整備する。また、駅舎内の連絡通路整備により、地上部以外の避難経路を確保する。 

                                    【まちづくり部】 

関連計画 神奈川県地震防災戦略 重点施策16・29 

《施策》③学校・事業者等の防災対策 

推
進
方
針

 災害時に特に配慮を要する学校や危険物施設等の管理者・事業者等に対し災害発生時において

も、所要の安全を確保できるよう体制の整備を図る。 

主
な
取
組

 <危険物施設等の安全対策> 

◆危険物施設の事業者に対し保安体制の充実、防災教育、防災訓練の実施等必要な対策を講じるよ

う指導する。                               【消防本部】 

 <学校> 

 児童・生徒等が在校時に災害が発生した場合を想定し、学校の施設、設備の安全性を確保する。

また、児童・生徒等の保護や帰宅に関し通学路の安全性等の情報やこれに基づく的確な判断及び指

導ができるよう体制の整備を図る。 

◆学校防災計画の見直しを行い、実効性ある避難実施計画を作成する。       【教育部】 

◆児童・生徒等の通学路の安全点検を行う。                   【教育部】 

◆県立高校等と連携し、補完避難所としての運用ができるよう所要の訓練を行う。  【市長室】 

◆非常用発電設備の浸水防止対策（洪水・内水）を図る。             【教育部】 

 <コミセン> 

◆非常用発電設備の浸水防止対策（洪水・内水）を図る。           【市民協働部】

 <文化財所有者・管理者の防災対策> 

◆災害から貴重な文化財を保護するため、文化財の防災対策を進める。       【教育部】 

関連計画 神奈川県地震防災戦略 重点施策８ 
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《施策》④地域の防災力の向上 

推
進
方
針

 児童・生徒等をはじめ、市民一人一人が自分の周りに災害時に潜む危険を把握するとともに、災

害発生時には、反射的に自分の身を守ることができ、かつ、共助の力を発揮し災害からの早期復旧

できる気運を醸成する。 

主
な
取
組

 <ハザードマップ等による啓発> 

 ハザードマップ等により、住んでいる場所や通勤経路等、日頃利用している場所の災害によるリ

スクを周知・啓発し、市民の防災意識の向上を促す。 

◆被害想定の修正・変更があった場合は、すみやかに更新し市民に公開する。    【市長室】 

◆土地取引、開発指導等の際、浸水想定区域・土砂災害警戒区域等について周知する。【市長室】 

◆防災講話やホームページにより、マイタイムラインを周知し、作成を促す。    【市長室】

 <身を守る行動（シェイクアウト）訓練> 

 自らの命を守る意識の高揚を図り、地震に限らず災害発生時の的確な安全行動等の普及を図る。 

◆県が計画する「かながわシェイクアウト（いっせい防災行動訓練）」に参加する。 【市長室】 

 <起震車による地震の体験> 

◆起震車による地震体験を通じ、身を守る行動や家具の固定の大切さを実感してもらう。 

                                       【市長室】 

 <市民参加の訓練> 

 自主防災訓練、避難所運営訓練等、地域住民が参加し、災害を疑似体験できる訓練を主体に実施

する。 

◆避難所開設・運営訓練については、訓練実施基準日を設定し、全避難所予定施設において地域住

民が主体で実施する訓練を行う。また、災害時協力車両の協力を得て、物資輸送訓練と連携させ

た訓練を実施する。                       【市民協働部・教育部】 

◆各自主防災組織で計画する自主防災訓練に対し所要の支援を行うとともに、訓練報奨金を支払

う。                                    【市長室】 

 <防災教育> 

 学校を拠点とした防災活動の展開及び将来的な地域防災の担い手育成のため、防災教育の一層の

充実を図る。 

◆県が計画する「地域防災力の強化に向けた研修」及び教職員の防災・減災の指導力向上のための

研修に参加する。                              【教育部】 

◆小中学校の授業の一環として防災に関する授業を行う。             【教育部】 

◆県立高校が実施する災害図上訓練や防災訓練の支援を行う。           【市長室】 

 <地区防災計画の策定> 

◆自治会等一定の地区の居住者等で当該地区に想定される被害や危険等を予測するとともに、安全

な避難要領や災害対応要領等を定め、自発的な防災活動（共助）を促す。     【市長室】 

 <消防団の充実強化> 

◆地域における消防防災のリーダーとして、その地域に密着して住民の安心と安全を守る消防団の

充実強化を図る。                             【消防本部】 

重
要
業
績
指
標

指標 現状〔年度〕 目標〔年度〕 

・起震車体験者数 

・地区防災計画の策定数 

・自主防災組織結成率 

・自主防災訓練実施率

・防災指導員数 

6,470人〔R01（2019）〕

10件〔R02（2020）〕

68.0％〔R02（2020）〕

76.3％〔R01（2019）〕

71人〔R03（2021）〕

7,000人〔2024〕

20件〔2024〕

80.0％〔2024〕

85.0％〔2024〕

80人〔2024〕

関連計画 神奈川県地震防災戦略 重点施策５・８・９・10 
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《施策》⑤要配慮者等への支援 

推
進
方
針

 災害時に特別な配慮を必要とする方に対して安全確保のための施策を推進する。 

主
な
取
組

 <社会福祉施設の防災対策> 

◆民間社会福祉施設の耐震化に対する財政的支援の助言を行う。        【保健福祉部】 

◆避難確保計画の作成を支援するとともに、計画に基づく訓練実施を促す。 

                                 【市長室・保健福祉部】 

◆やむを得ず浸水想定区域に要配慮者施設を設置する場合は、安全なスペース等の整備を指導す

る。                              【市長室・保健福祉部】 

◆要配慮者施設の耐震化整備のほか、ブロック塀の改修、非常用自家発電設備等の整備の推進を図

る。                                  【保健福祉部】 

 <外国人の安全確保対策> 

◆外国人のための防災対策をさらに促進するため、国際交流協会等と協力し支援体制の構築に努め

る。                                    【市長室】 

◆防災に関するパンフレット等は優しい日本語及び多言語に翻訳して公開・配布を行う。 

                                       【市長室】 

 <要配慮者等への支援> 

 高齢者をはじめ、災害時において特に配慮を要する要配慮者等の避難支援体制を整備し、要配慮

者等の安全を確保する。 

◆避難行動要支援者名簿の修正及び個別計画の作成を行う。          【保健福祉部】 

◆浸水想定区域内にある要配慮者利用施設の避難確保計画の作成及び訓練の実施に際し、必要な支

援を行う。                       【市長室・保健福祉部・教育部】 

重
要
業
績
指
標

指標 現状〔年度〕 目標〔年度〕 

・避難確保計画の作成率 39.0％〔R03（2021）〕 100％〔2024〕

関連計画 神奈川県地震防災戦略 重点施策２・22 
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《施策》⑥防災関係機関等との連携した実戦的訓練の実施 

推
進
方
針

 県、消防、警察、自衛隊、医療機関、指定地方公共機関等、関係機関と災害時に円滑に活動でき

るよう平常時から訓練等を通じて連携の強化を図る。 

主
な
取
組

◆県及び県政総合センターが計画する訓練に積極的に参加する。     【市長室・消防本部】 

◆緊急消防援助隊及び神奈川県内消防広域応援訓練に参加する。         【消防本部】 

◆ビッグレスキューかながわに参加する。               【市長室・消防本部】 

◆緊急消防援助隊関東ブロック合同訓練に参加する。              【消防本部】 

◆県内消防広域応援・緊急消防援助隊県内合同訓練に参加する。         【消防本部】 

◆消防広域応援部隊合同訓練に参加する。                   【消防本部】 

◆年２回を基準に災害対策本部訓練を実施して、関係機関との連携を強化する。   【市長室】 

 ・原則として地震災害及び風水害対応のいずれかの訓練を実施する。 

 ・災害対策本部としての訓練又は危機対処の部ごとの訓練を実施する。 

◆市職員に対し月初めの朝礼時に来庁者の安全確保を含めた訓練を実施する。    【市長室】 

◆緊急参集訓練、震災発生時の初期活動等、初動対応について定期的に訓練を行う。 【市長室】 

◆河川の氾濫等に備えるため、２年に１回を基準に、消防本部、消防団と合同で水防訓練を行う。

                                      【市長室】 

◆帰宅困難者対策訓練を実施して、鉄道事業者、駅周辺商業施設関係者と災害時の対応・連携要領

について認識を共有する。                       【まちづくり部】 

◆福祉避難所訓練を実施して、障がい者等との災害対処要領を共有する。    【保健福祉部】 

◆三師会（医師会・歯科医師会・薬剤師会）が計画する訓練に参加する。 

                            【市長室・保健福祉部・消防本部】 

◆海老名水道営業所、災害ボランティアネットワーク等、関係機関が計画する訓練に参加するとと

もに、所要の支援を行う。                          【市長室】 

関連計画 神奈川県地震防災戦略 重点施策13・17・22 
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 （起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）） 

1-2 【大規模火災】密集市街地や不特定多数が集まる施設における大規模火災による多数の死傷者

の発生 

《施策》①建物の出火防止 

推
進
方
針

 住宅、事業所等からの出火を防止するため、消防法に基づき所要の措置を行う。 

主
な
取
組

◆住民に対しては住宅用火災警報器の設置義務を広報するとともに、電池切れ等の注意喚起を行

う。                                   【消防本部】 

◆事業者等に対しては消防設備点検、消防査察等を行い火災の発生を防止する。  【消防本部】 

重
要
業
績
指
標

指標 現状〔年度〕 目標〔年度〕 

・消防査察の実施件数 81件〔R03（2021）〕 200件〔2024〕

関連計画 神奈川県地震防災戦略 重点施策24 

《施策》②地域の安全確保 

     再掲（1-1参照） 
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《施策》③情報収集及び情報伝達体制の整備・強化 

推
進
方
針

 火災の通報又は大規模災害で市民からの通報が受けられない状況においても、火災の警戒が実施

でき、かつ、その規模・状態が視覚的に確認できるとともに、先行的に状況の変化を予測し、関係

機関への通報及び火災現場周辺住民に対して警告できる体制を整備する。 

主
な
取
組

 <視覚的情報収集> 

◆防災・防犯カメラ等での監視体制を維持し、火災通報に対し直ちに火災の規模・状態が確認でき

る体制を維持する。                        【市長室・消防本部】 

◆大規模震災等により、市民からの通報が得られない状況においても、昼夜間火災監視ができるよ

う防災・防犯カメラ及び無人航空機等で継続的な監視ができる体制を維持する。 

                                  【市長室・消防本部】 

 <気象情報の先行的入手> 

◆気象予報士の資格を有する職員を配置し、先行的な気象予報により最悪の事態を想定しつつ対処

のための時間的余裕を確保するとともに、天候の急変に伴う事態の悪化を的確に予測することに

より、市民の安全を先行的に確保する。                    【市長室】 

 <タイムラインによる情報収集の焦点の明確化> 

◆タイムライン及び災害対処業務予定表を作成し、情報収集をはじめとする活動の焦点及び推移を

明らかにする。                               【市長室】 

 <情報伝達> 

◆電話、インターネット回線が使用できない状況においても、火災現場周辺住民に対し必要な情報

提供及び避難情報等が付与できるよう防災行政無線又は双方向通信体制を確保する。【市長室】 

◆火災、水害等による大規模災害が予想される地域に対し防災行政無線をはじめとする情報伝達手

段を運用するとともに、広報車を派遣し直接危険を伝達する。 

                           【市長室・消防本部・まちづくり部】 

◆消防や救急活動における情報の伝達収集機能を充実強化するため、消防救急デジタル無線の維持

管理を図る。                               【消防本部】 

関連計画 神奈川県地震防災戦略 重点施策23 
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《施策》④初期消火体制の確保 

推
進
方
針

 どのような状況下においても、例え大規模地震発生直直後の水道（消火栓）が使用できない状況

においても、また消防隊が直ちに現場に到着できない状況においても、火災が小規模のうちに消火

できる体制を確保する。 

主
な
取
組

◆市内全域に配置している街路消火器を適切に管理して、住民が迅速に火災を消火できる体制を維

持する。                                  【市長室】 

◆各地区の要点に耐震性防火水槽を整備し、消火栓が使用できない断水時においても防火用水を確

保する。                                 【消防本部】 

◆消防団員の確保及び装備の充実を図り、各地区の火災等に迅速に対応できる体制を維持する。 

                                      【消防本部】 

◆座間市・綾瀬市との３市間及び近隣市町との消防相互応援体制を維持する。   【消防本部】 

◆あらゆる災害に対応する資機材・緊急車両を整備し、災害対応力の強化を図る。 【消防本部】 

◆木造の建築物が多い地域等の大規模な火災につながる危険性の高い地域の確認・指定及び当該地

域の警防計画を作成する。                         【消防本部】 

重
要
業
績
指
標

指標 現状〔年度〕 目標〔年度〕 

・消防団員の確保状況 

・災害対応特殊消防ポンプ自動

車の更新 

177人〔R03（2021）〕

Ｒ４年度更新予定   

213人〔2024〕

  〔  〕

関連計画 
海老名市指定地域（住宅密集地）警防計画 

神奈川県地震防災戦略 重点施策26・30 

《施策》⑤地域の防災力の向上 

     再掲（1-1参照） 

《施策》⑥要配慮者等への支援 

     再掲（1-1参照） 

《施策》⑦防災関係機関との連携した実戦的訓練の実施 

     再掲（1-1参照） 
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 （起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）） 

1-4 【洪水・風水害】突発的又は広域かつ長期的な市街地等の浸水による多数の死傷者の発生 

《施策》①地域の安全確保 

     再掲（1-1参照） 

《施策》②情報収集及び情報伝達体制の整備・強化 

     再掲（1-2参照） 

《施策》③相互応援体制の整備・強化 

推
進
方
針

 相模川の氾濫等により、避難者を収容しきれないような状況及び大規模地震の際の余震等、過酷

な環境下に耐えられない市民等が市域外の安全な場所に一時的に避難できる体制を整備する。 

主
な
取
組

 <近隣市町との連携> 

◆相模川の氾濫等、市内避難所だけでは避難者を収容できない場合は、近隣市町の支援を受ける。 

                                       【市長室】 

 <遠隔地への避難> 

◆頻繁な余震等、過酷な環境下で生活することが困難な市民については、相互応援協定を締結して

いる余震のない地域の市町へ一時避難できる体制を確保する。          【市長室】 

関連計画  

《施策》④地域の防災力の向上 

     再掲（1-1参照） 

《施策》⑤要配慮者等への支援 

     再掲（1-1参照） 

《施策》⑥防災関係機関との連携した実戦的訓練の実施 

     再掲（1-1参照） 
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 （事前に備えるべき目標） 

❷ 救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難生活環境を確実に確保

する 

 （起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）） 

2-1 〖物資・燃料〗被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる物資・エネルギー供給

の停止 

《施策》物資等の補給体制の確保 

推
進
方
針

 海老名市災害対策基本条例に基づき、市民及び事業者の責務として３日分以上の水、食料等の備

蓄に努めてもらうとともに、市としては数日間の補給がない状態でも自己完結できる体制を確保し

つつ、同時被災しないと予想される地域の市町等と災害時相互応援協定を締結し、継続的な物資等

の補給体制を確保する。 

主
な
取
組

 <市が行う備蓄> 

◆飲料水約2,000㎥（市民約13万人の5日分）、食料約25万食（避難所収容者2日分）、燃料（ガソリ

ン約15kl、軽油約35kl、灯油約15kl）、その他、毛布、ミルク、おむつ、トイレ袋、衛生用品等 

                                       【市長室】 

 <物資の調達・集積> 

◆県外の11市町（令和３年11月現在）と災害時相互応援協定を締結し、物資等を調達する体制を確

保する。                                  【市長室】 

◆国・県が行うプッシュ型支援に対応できるよう取得した物資の集積用地を使用し、受援態勢を整

備する。なお、この際、通信が困難な状況においても、避難者のニーズ把握を迅速に行い、でき

る限りプル型支援を受けられるよう通信体制を整備する。            【市長室】 

◆物資の調達にあたっては、燃料及び医薬品の調達を重視する。          【市長室】 

◆飲料水については、海老名水道営業所の上今泉・杉久保配水池から補給を受けるほか、北部公園

体育館にある地下水利用システムの利用及び災害支援協定締結企業から支援を受ける。 

                                       【市長室】 

 <輸送> 

◆災害支援協定を締結している事業者及び災害時協力車両を運用して、物資集積所～避難所間の輸

送を確保する。                               【市長室】 

◆県が指定する緊急輸送路の確保要領について、訓練等を通じて事前に調整を行う。 【市長室】 

 <エネルギー> 

◆一般家庭は太陽光発電設備（リチウムイオン蓄電池）、事業所は再生可能エネルギー発電設備

（リチウムイオン蓄電池を含む。）の普及促進を図る。           【経済環境部】 

 <訓練> 

◆災害時に医療救護活動が円滑に行われるよう平素から三師会と定期的に会議・訓練を行う。 

                                     【保健福祉部】 

◆給水車による飲料水の搬送を円滑に行うため、水道営業所と連携し給水訓練を行う。【市長室】 

◆定期的に訓練を行い、災害対策本部を運営できる体制を整備する。       【全庁各部】 

◆災害時の炊き出し施設として利用できるよう、給食施設における訓練を行う。   【教育部】 

重
要
業
績
指
標

指標 現状〔年度〕 目標〔年度〕 

・市の備蓄物資 毛布 

        トイレ袋 

38,709枚〔R02（2020）〕

204,770枚〔R02（2020）〕

41,709枚〔2024〕

242,500枚〔2024〕

関連計画  
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 （起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）） 

2-3 〖救助・救急〗自衛隊、警察、消防、海保等の被災等による救助・救急活動等の絶対的不足 

《施策》救助・救急能力の確保 

推
進
方
針

 消防庁舎等の安全性を継続して確保するとともに、市・消防、警察・自衛隊の職員の子どもを一

時預かることにより、救助・救急技能を有する職員を最大限確保する。また、市民及び市内業者の

協力を得て、重機及びオペレーターの確保に努める。 

主
な
取
組

 <庁舎の安全性の確保> 

◆消防庁舎は、耐震化済であり、非常用発電設備も屋上に設置されているが、庁舎自体が相模川氾

濫の浸水想定区域内にあるため、長時間の浸水の場合は高台への避難が必要であり、このための

活動拠点の整備を行う。                          【消防本部】 

 <市民の防災意識の向上>  

◆自治会ごとに結成される自主防災組織が行う訓練において防災講話や防災体験を行い、防災意識

の向上を図る                                【市長室】 

◆市民の防災意識の向上により、住宅等の耐震性を向上させ、被災者が一人でも少なくなることが

重要となる。                                【市長室】 

 <消防、警察等の確保> 

◆災害時の保育所のニーズの減少に伴い、保育士等を捻出して一部の保育園等において市・消防・

警察・自衛隊の職員の子どもの一時預かりを行い、救助・救急要員を確保する。【保健福祉部】 

◆自衛隊、緊急消防援助隊、ＤＭＡＴ、米軍等の受援を行うため、集結及び宿営に関する施設の確

保を行う。また、応援が円滑に行われるよう緊急交通路の確保に努める。    【関係各部】 

 <重機の運用体制の確保> 

◆災害支援協定を締結している事業者を中心に、機材及びオペレーターの支援を受け、重機が運用

できる体制を確保する。                           【市長室】 

 <通信> 

◆自衛隊・警察にＭＣＡ無線機を配備し、通信手段の多重化を図る。        【市長室】 

◆消防や救急活動における情報収集機能を充実強化するため、消防救急デジタル無線の維持管理を

図る。                                  【消防本部】 

 <訓練> 

◆自衛隊、警察、消防等の災害時に連携が必要となる機関と災害対策本部訓練を行い、広域応援等

に関する応援・受援体制の整備を図る。               【市長室・消防本部】 

重
要
業
績
指
標

指標 現状〔年度〕 目標〔年度〕 

・消防団員の充足率 75.0％〔R03（2021）〕 93.0％〔2024〕

関連計画 神奈川県地震防災戦略 重点施策３・７ 
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 （起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）） 

2-4 〖帰宅困難者〗想定を超える帰宅困難者の発生、混乱 

《施策》駅及び駅周辺事業者と連携した帰宅困難者対策 

推
進
方
針

 大規模災害発生時においては、不要な外出の自粛及び市内企業に社員のとどめ置きを要請すると

ともに、帰宅困難者に対しては、駅及び駅周辺事業者と連携して避難及び帰宅のための情報を適切

に提供し、不安感の解消に努める。また、帰宅困難者の収容のため、一時滞在所を開設し、その収

容人数を超える場合は、一般避難所に収容する。 

主
な
取
組

 <平素からの連携強化> 

◆鉄道各駅及び駅周辺事業者と定期的な訓練等を通じて連携を保持し、相互理解を図る。 

                                    【まちづくり部】 

 <駅滞留者の抑制> 

◆災害対策基本条例で定める市民の外出の抑制、高校生や事業者の社員とどめ置きを依頼する。 

                                       【市長室】 

 <帰宅困難者用備蓄> 

◆都心南部直下地震の被害想定では、帰宅困難者は約9,000人であり、パン缶9,000食の備蓄を維持

する。不足する場合は、一般用備蓄を運用する。飲料水については、中央図書館の災害救援ベン

ダーを利用する他、中部大型防災備蓄倉庫から運搬する。            【市長室】 

 <通信・連絡の確保> 

◆帰宅困難者の対応においては、定期的な訓練を通じて鉄道各社との情報共有を容易にする。な

お、通信手段は、ＭＣＡ無線を基本とする。               【まちづくり部】 

 <訓練> 

◆災害対策本部訓練、一時滞在所予定施設及び避難所予定施設での運営訓練を毎年実施し、災害対

処能力及び相互運用性の向上を図る。                    【全庁各部】 

重
要
業
績
指
標

指標 現状〔年度〕 目標〔年度〕 

・帰宅困難者用 

 食料 9,000食 

 飲料 9,000本 

100％〔R02（2020）〕 100％〔2024〕

関連計画 神奈川県地震防災戦略 重点施策17 
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 （起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）） 

2-5 〖医療〗医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶、エネルギー供給の途絶

による医療機能の麻痺 

《施策》医療救護体制の確保 

推
進
方
針

 住宅等の耐震化及び身を守る行動（シェイクアウト）の習性化により、負傷者の発生を局限する

とともに、三師会（医師会・歯科医師会・薬剤師会）と連携しつつ、あらゆる手段を活用して医療

救護体制の確保を図る。 

主
な
取
組

 <負傷の防止> 

◆建物の耐震化、家具等屋内収容物の転倒防止、身を守る行動の習性化、早めの避難等により、市

民一人ひとりが負傷しないことが特に重要となる。               【市長室】 

 <発災直後の医療体制の早期確立> 

◆神奈川県災害医療救護計画によると、大規模災害発生当初において、各医療機関は分権運用さ

れ、時間の経過とともに集権化される。このため、平素から三師会と密接な連携を保持し、実践

的な訓練を通じて検討を行い、災害発生直後においても早期治療を受けられる体制を追求する。 

                                     【保健福祉部】 

 <緊急交通路の早期確保> 

◆公安委員会が指定する緊急交通路の確保に協力し、早期に患者の輸送体制を確立する。この際、

市内主要３病院及び広域医療搬送拠点（ＳＣＵ）が設定される厚木基地前を通過する県道40号の

確保を重視する。                           【まちづくり部】 

◆緊急交通路が交差する県道40号と市道海老名駅大谷線の交差点における県道側の拡幅改良によ

り、交通流動の円滑化を図る。                     【まちづくり部】 

 <三師会との連携> 

◆三師会と会合及び定期的な訓練を実施し、困難な状況下における医療体制の確保要領について認

識の統一を図る。                            【保健福祉部】 

◆水道営業所、米海軍厚木航空基地隊等とも連携し、人工透析用の給水、非常用発電設備用燃料の

調達等についてケーススタディ及び訓練を行う。                【市長室】 

◆海老名総合病院については、相模川洪水時の浸水想定区域内に所在するため、入院患者の移送、

診療の継続、中断等について検討を行う。                 【保健福祉部】 

 <軽微な症状の患者等への対応> 

◆保健師、看護師、状況により個人医院等の医師を避難所に派遣し、応急手当、常備薬投与等の軽

微な処置を行う。                            【保健福祉部】 

 <通信> 

◆海老名総合病院、さがみ野中央病院、湘陽かしわ台病院及び腎健クリニックの４病院に対してＭ

ＣＡ無線機を配備し、通信手段の多重化を図る。                【市長室】 

関連計画 神奈川県地震防災戦略 重点施策13・14・15・16 



37 

 （起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）） 

2-6 〖衛生管理〗被災地における疫病・感染症等の大量発生 

《施策》衛生環境の悪化防止 

推
進
方
針

 災害時のトイレ状態の悪化防止を重視して、備蓄を行うとともに、災害発生時においては清潔な

水を可能な限り確保して衛生環境の悪化を防止する。 

主
な
取
組

 <平素の健康管理> 

◆体育、運動等健康な体作りをサポートするとともに、健康診断及び予防接種を受けやすい環境を

整え、平素から良好な健康状態を維持できる体制を確保する。        【保健福祉部】 

 <平時からの準備> 

◆下水道の耐震化を図るとともに、下水道ＢＣＰの不断の見直しを行い、下水道の破損にも速やか

に復旧できる体制を整える。                      【まちづくり部】 

◆下水道の使用不能時に備え、災害用トイレ、トイレ袋、おむつ、衛生用品、パーテーション等の

備蓄を行う。また、感染症の発生に備え、消毒薬、殺虫剤、マスク、使い捨て手袋等の協定を利

用して確保できる体制を整える。                       【市長室】 

 <避難所での衛生管理の普及> 

◆毎年、全避難所予定施設において市民参加による避難所運営訓練を実施して、避難所における衛

生管理の要領について普及する。                 【市民協働部・教育部】 

 <災害時の水の確保> 

◆上水道の使用不能時においても、海老名水道営業所配水池、地下水利用システム、災害時協力井

戸、災害時支援協定締結企業からの給水等、できる限り飲料水、生活用水を確保して衛生環境の

改善を図る。                          【財務部・経済環境部】 

関連計画 神奈川県地震防災戦略 重点施策17 



38 

 （起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）） 

2-7 〖健康管理〗劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理による多数の被災者の健康状態の悪化・

死者の発生 

《施策》避難所におけるより良い生活環境の整備 

推
進
方
針

 災害時においても衛生状態を含めて良好な生活環境を維持し、できる限りストレスを軽減した良

好な共同生活を送れる環境を整備する。 

主
な
取
組

 <災害時の環境悪化防止策> 

◆全避難所予定施設に非常用発電設備の設置を完了し、発電機用燃料も備蓄している。【市長室】 

◆災害時に避難所等の予定施設となる市内の公共施設のトイレを洋式トイレに改修し、高齢者にも

利用しやすい体制となっている。また、下水道が使用できない場合に備え、トイレ袋の備蓄を増

強中である。                               【関係各部】 

◆商用電源が使用できる状況下では、学校の全教室及びコミュニティセンターでエアコンが利用で

きる。                               【財務部・教育部】 

◆居住環境、プライバシー対策の確保のため、パーテーションの備蓄を行う。    【市長室】 

◆災害時の生活用水の確保として、防災協力井戸制度を運用する。         【市長室】 

◆避難所生活で必要となる物資・資機材の備蓄を行うため、防災倉庫の整備及び維持を行う。 

                                       【市長室】 

 <避難所での生活状況等の体験> 

◆毎年、全ての避難所予定施設において市民参加による避難所運営訓練を実施し、避難所における

生活体験として避難者自らが体を動かして避難所運営に参加するとともに、エコノミークラス症

候群防止体操等健康管理の要領について実行できる体制を維持する。 【市民協働部・教育部】 

 <災害時の保健医療体制> 

◆在宅を含む避難者の健康状態を把握でき、不調の兆候を早期に発見できるよう医師、保健師等に

より巡回指導が行える体制を構築するとともに、必要な医療情報の提供を行う。【保健福祉部】 

◆三師会と会合及び定期的な訓練を実施し、困難な状況下における医療体制の確保要領について認

識の統一を図る。                            【保健福祉部】 

関連計画 神奈川県地震防災戦略 重点施策14 
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 （事前に備えるべき目標） 

❸ 必要不可欠な行政機能は確保する 

 （起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）） 

3-1 〖警察機能〗被災による司法機能、警察機能の大幅な低下による治安の悪化、社会の混乱 

《施策》地域防災力等による治安の維持 

推
進
方
針

 災害時も機能する監視システムの構築を目指すとともに、地域の組織力により継続的に治安の悪

化を防止する。 

主
な
取
組

◆防犯・防災カメラを設置して、継続的に市域を監視し、犯罪の記録及び抑止を図る。この際、災

害時の長期停電にも対応できるよう自前の通信システム上での運用を目指す。 

                                 【市長室・市民協働部】 

◆市・警察等の職員の子どもを一時預かることにより、災害時の参集人員の増加を図ることを検討

する。                                 【保健福祉部】 

◆自主防災組織、消防団等による町内のパトロールを行う体制を整備する。 

                            【市長室・市民協働部・消防本部】 

重
要
業
績
指
標

指標 現状〔年度〕 目標〔年度〕 

・防犯カメラの設置数 106台〔R03（2021）〕 106台〔2024〕

関連計画  
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 （起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）） 

3-3 〖災害対策本部・行政〗地方行政機関の職員・施設等の被災による機能の大幅な低下 

《施策》悪条件下における災害対策本部運営体制の整備 

推
進
方
針

 訓練を通じて継続的に職員の災害対処能力の向上を図るとともに、悪条件下においても災害対策

本部が機能できる体制を整備する。 

主
な
取
組

◆定期的に緊急参集訓練を実施して参集能力の向上を図る。            【市長室】 

◆公共施設、職員自宅の耐震化等の状況を把握する。               【市長室】 

◆機構改革・人事異動時を重視したＢＣＰ体制を確立する。           【全庁各部】 

◆定期的に訓練を行い、屋外でも災害対策本部を運営できる体制を準備する。   【全庁各部】 

◆職員用食料等の備蓄を行う。                         【市長室】 

◆相互応援協定による応援体制の充実を図る。                  【市長室】 

◆市・消防・警察・自衛隊の職員の子どもの一時預かりによる参集者の増加を図る。 

                                     【保健福祉部】 

◆非常用発電設備用燃料の備蓄を維持する。                   【財務部】 

◆全避難所での運営訓練及び災害対策本部訓練を毎年実施し、災害対処能力及び相互運用性の向上

を図る。                                 【全庁各部】 

◆県と複数の通信連絡手段を確保する。                     【市長室】 

◆地区防災計画の策定や自主防災組織での備蓄を推奨し、各地区の自己完結性を向上させる。 

                                 【市長室・市民協働部】 

◆災害対策本部と避難所予定施設間の自前の双方向通信手段の確保に努める。    【市長室】 

関連計画  
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 （事前に備えるべき目標） 

❹ 必要不可欠な情報通信機能・情報サービスは確保する 

 （起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）） 

4-1 〖電話・メール〗防災・災害対応に必要な通信インフラの麻痺・機能停止 

《施策》地域防災力等による治安の維持 

推
進
方
針

 防災行政無線を主体とする市民への情報伝達手段の充実に努めるとともに、災害対策本部と避難

所等主要施設間の自前の双方向通信の確保に努める。 

主
な
取
組

◆防災行政無線放送等による市民への情報提供を行う体制を維持する。       【市長室】 

◆全避難所予定施設等に非常用発電設備を設置完了している。          【関係各部】 

◆非常用発電設備用燃料の備蓄を維持する。                   【財務部】 

◆被害状況、被災者ニーズ把握等のための自前の双方向通信の確保に努める。    【市長室】 

関連計画  

 （起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）） 

4-2 〖マスメディア等〗テレビ・ラジオ放送の中断等により災害情報が必要な者に伝達できない事

態 

《施策》防災行政無線を主体とした情報伝達手段の充実強化 

推
進
方
針

 県関係機関との連絡体制を確保するとともに、防災行政無線放送、消防団、広報車等による情報

伝達体制を維持する。 

主
な
取
組

◆防災行政無線放送により市民に必要な情報を提供できる体制を維持する。     【市長室】 

◆防災ラジオの頒布（防災行政無線放送と同内容を放送）し、風水害時でも聞こえる環境を付与す

る。                                    【市長室】 

◆防災アプリの周知・利用（ダウンロード型）による防災情報を保持できる体制を維持する。 

                                       【市長室】 

◆消防団、広報車等による広報を行う。                    【消防本部】 

◆停電時にも機能する部外に依存しない自前の双方向通信の確保に努める。     【市長室】 

◆災害時に避難所等の予定施設となる市内の公共施設に公衆無線LAN（Wi-Fi）を整備する。 

                                       【市長室】 

関連計画 神奈川県地震防災戦略 重点施策23 
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 （起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）） 

4-3 〖情報サービス〗災害時に活用する情報サービスが機能停止し、情報の収集・伝達ができず、

避難行動や救助・支援が遅れる事態 

《施策》防災行政無線を主体とした情報伝達手段の充実強化 

推
進
方
針

 部外通信組織に依存しない自己完結型の通信組織の整備に努めるとともに、それら通信の運用体

制の充実を図る。 

主
な
取
組

◆防災行政無線による放送及び通信を行う。                   【市長室】 

◆防災アプリの周知・利用（ダウンロード型）による防災情報を保持できる体制を維持する。 

                                       【市長室】 

◆消防無線・ＭＣＡ無線・学区内通信システムを利用した通信を行う。      【全庁各部】 

◆消防団、広報車等による広報を行う。                    【消防本部】 

◆停電時にも機能する部外に依存しない自前の通信システムの整備に努める。    【市長室】 

◆関係機関等と災害対策本部訓練を実施し、通信不能時においても活動できるよう認識を統一す

る。                                   【全庁各部】 

関連計画 神奈川県地震防災戦略 重点施策23 
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 （事前に備えるべき目標） 

❺ 経済活動を機能不全に陥らせない 

 （起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）） 

5-1 〖供給連鎖〗サプライチェーンの寸断等による企業の生産力低下による国際競争力の低下 

《施策》企業の災害対処能力の向上 

推
進
方
針

 企業の災害対処能力の向上のためＢＣＰ作成支援、防災訓練等の支援を行うとともに、円滑な供

給体制が維持できるよう道路環境を整備する。 

主
な
取
組

◆圏央道渋滞時の補完、市内渋滞ネック（踏切等）解消のため、市内幹線計画道路網の整備を行

う。                                 【まちづくり部】 

◆鉄道を横断する跨線橋及び地下隧道による立体化を推進し、踏切閉鎖による交通分断の解消を図

る。                                 【まちづくり部】 

◆重要な広域幹線道路ネットワークである南北軸の都市計画道路下今泉門沢橋線の国道246号までの

拡幅整備、河原口中新田線の相模川を渡河する相模大橋までの拡幅整備を促進する要望を神奈川

県に継続して行う。また、東西軸の都市計画道路中新田鍛冶返線の延伸整備及び横浜伊勢原線の

拡幅整備、相模川を渡河する橋りょうを含む社家岡田線の整備及び県道22号横浜伊勢原の４車線

化を促進する要望を神奈川県に継続して行う。              【まちづくり部】 

◆ＢＣＰの作成等、企業等の防災体制の確立を促す。         【市長室・経済環境部】 

◆災害対策訓練の実施により、復旧復興の優先順位等対策の検討を行う等、災害時の弱点の克服を

促す。                                 【経済環境部】 

関連計画 神奈川県地震防災戦略 重点施策11 
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 （起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）） 

5-2 〖エネルギー〗エネルギー供給の停止による、社会経済活動・サプライチェーンの維持への甚

大な影響 

《施策》企業及び家庭の災害対処能力の向上 

推
進
方
針

 企業の災害対処能力の向上を支援するとともに、市内渋滞の緩和、家庭での燃料備蓄等により混

乱を最小限にする。 

主
な
取
組

◆圏央道渋滞時の補完、市内渋滞ネック（踏切等）解消のため、市内幹線計画道路網の整備を行

う。                                 【まちづくり部】 

◆鉄道を横断する跨線橋及び地下隧道による立体化を推進し、踏切閉鎖による交通分断の解消を図

る。                                 【まちづくり部】 

◆重要な広域幹線道路ネットワークである南北軸の都市計画道路下今泉門沢橋線の国道246号までの

拡幅整備、河原口中新田線の相模川を渡河する相模大橋までの拡幅整備を促進する要望を神奈川

県に継続して行う。また、東西軸の都市計画道路中新田鍛冶返線の延伸整備及び横浜伊勢原線の

拡幅整備、相模川を渡河する橋りょうを含む社家岡田線の整備及び県道22号横浜伊勢原の４車線

化を促進する要望を神奈川県に継続して行う。              【まちづくり部】 

◆ＢＣＰの作成等、企業等の防災体制の確立を促す。         【市長室・経済環境部】 

◆災害対策訓練の実施により、復旧復興の優先順位等対策の検討を行う等、災害時の弱点の克服を

促す。                                 【経済環境部】 

◆各家庭等に災害時のための燃料の備蓄（私有車燃料満タン、灯油缶＋１本）について促す。 

                                       【市長室】 

◆避難所予定施設や医療施設等に自家発電設備を整備するとともに、タンクの設置により燃料の備

蓄を行う。                                【関係各部】 

◆一般家庭は太陽光発電設備（リチウムイオン蓄電池）、事業所は再生可能エネルギー発電設備

（リチウムイオン蓄電池を含む。）の普及促進を図る。           【経済環境部】 

重
要
業
績
指
標

指標 現状〔年度〕 目標〔年度〕 

・新エネルギー導入量発電容量 9,588kw〔R02（2020）〕 13,000 kw〔2029〕

関連計画 
海老名市環境基本計画、海老名市地球温暖化対策実行計画 

神奈川県地震防災戦略 重点施策11・16 
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 （起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）） 

5-5 〖基幹交通網〗太平洋ベルト地帯の幹線が分断するなど、基幹的陸上海上交通ネットワークの

機能停止による物流・人流への甚大な影響 

《施策》緊急輸送路等の確保 

推
進
方
針

 本市は県央地区における高速道路網の要衝であり、渋滞による物流の停滞等の影響を受けにくい

市内道路網の整備を行う。 

主
な
取
組

◆圏央道渋滞時の補完、市内渋滞ネック（踏切等）解消のため、市内幹線計画道路網の整備を行

う。                                 【まちづくり部】 

◆鉄道を横断する跨線橋及び地下隧道による立体化を推進し、踏切閉鎖による交通分断の解消を図

る。                                 【まちづくり部】 

◆災害時にも機能を発揮できる（危険箇所の少ない）道路の改修、新設を行う。【まちづくり部】 

◆重要な広域幹線道路ネットワークである南北軸の都市計画道路下今泉門沢橋線の国道246号までの

拡幅整備、河原口中新田線の相模川を渡河する相模大橋までの拡幅整備を促進する要望を神奈川

県に継続して行う。また、東西軸の都市計画道路中新田鍛冶返線の延伸整備及び横浜伊勢原線の

拡幅整備、相模川を渡河する橋りょうを含む社家岡田線の整備及び県道22号横浜伊勢原の４車線

化を促進する要望を神奈川県に継続して行う。              【まちづくり部】 

◆緊急輸送路及び浸水時の避難路となる県道22号、県道40号及び県道407号の整備を県に継続的に要

望し、事業の推進を図る。                       【まちづくり部】 

◆東名高速道路、国道246号及び東海道新幹線をまたぐ５橋りょう及び小田急電鉄小田原線、相模鉄

道本線、東日本旅客鉄道相模線の鉄道をまたぐ８橋りょうの定期的な点検と維持管理を各施設管

理者と協力して行い、国内大動脈の機能保全を図る。           【まちづくり部】 

重
要
業
績
指
標

指標 現状〔年度〕 目標〔年度〕 

・耐震補強実施橋りょう数 

・インフラ施設の長寿命化の取組 

 状況 

26橋〔R03（2021）〕

4計画〔R03（2021）〕

－ 〔  〕

4計画〔2024〕

関連計画 神奈川県地震防災戦略 重点施策16 
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 （起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）） 

5-8 〖食料〗食料等の安定供給の停滞 

《施策》食料等の確保及び供給体制の整備 

推
進
方
針

 市による備蓄を継続するとともに、迅速なニーズ把握及び緊急輸送路の維持により、食料等の継

続的調達を行う。また、農地の早期復旧により食料等の安定供給に寄与する。 

主
な
取
組

◆圏央道渋滞時の補完、市内渋滞ネック（踏切等）解消のため、市内幹線計画道路網の整備を行

う。                                 【まちづくり部】 

◆鉄道を横断する跨線橋及び地下隧道による立体化を推進し、踏切閉鎖による交通分断の解消を図

る。                                 【まちづくり部】 

◆重要な広域幹線道路ネットワークである南北軸の都市計画道路下今泉門沢橋線の国道246号までの

拡幅整備、河原口中新田線の相模川を渡河する相模大橋までの拡幅整備を促進する要望を神奈川

県に継続して行う。また、東西軸の都市計画道路中新田鍛冶返線の延伸整備及び横浜伊勢原線の

拡幅整備、相模川を渡河する橋りょうを含む社家岡田線の整備及び県道22号横浜伊勢原の４車線

化を促進する要望を神奈川県に継続して行う。              【まちづくり部】 

◆農業用水利施設の長寿命化及び機動的な防災減災対策を推進する       【経済環境部】 

◆農地の早期復旧支援を行う。                       【経済環境部】 

◆災害により損傷を受けた箇所の早期改修等農業用水路の確保を行う。     【経済環境部】 

◆空路による補給基地となると予想される海上自衛隊厚木航空基地・陸上自衛隊座間駐屯地までの

輸送路を早期に確保する。                       【まちづくり部】 

重
要
業
績
指
標

指標 現状〔年度〕 目標〔年度〕 

・市内農業用水利施設の定期点検 

の実施 
４回〔R03（2021）〕 現状維持 〔2024〕

関連計画 神奈川県地震防災戦略 重点施策16
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 （事前に備えるべき目標） 

❻ ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等の被害を最小限に留めるとともに、早期

に復旧させる 

 （起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）） 

6-1 〖エネルギー〗電力供給ネットワーク（発変電所、送配電総設備）や都市ガス供給、石油・Ｌ

Ｐガスサプライチェーン等の長期間にわたる機能の停止 

《施策》燃料の継続的確保 

推
進
方
針

 燃料の備蓄を継続するとともに、関東圏外から燃料を確保できる体制を整備する。 

主
な
取
組

◆家庭用送電網の復旧を担当する東京電力とホットラインを維持する。       【市長室】 

◆市として燃料（ガソリン・軽油・灯油）のガソリンスタンドを利用した循環備蓄を行う。 

                                       【財務部】 

◆公用車に電気自動車等を積極的に導入する。                  【財務部】 

◆同時に被災しない地域の市町との災害協定締結により、燃料の確保を図る。    【市長室】 

◆災害支援協定を締結（石油業・ガス業）し、早期に燃料を確保できる体制を維持する。 

                                       【市長室】 

◆ガソリンスタンドの整備や維持、緊急配送用ローリーの配備等の石油製品の安定供給体制を構築

する。                                  【関係各部】 

◆要配慮者が一時的に遠隔地に避難できる災害時相互応援協定を維持する。     【市長室】 

◆企業等が防災体制を確立できるようＢＣＰや浸水防止計画作成に際し支援を行う。 【市長室】 

◆インフラ関連企業が被害の早期普及ができるよう資機材置場の提供に努める。 

                                【財務部・まちづくり部】 

◆燃料の輸送・交付を容易にするため、ドラム缶の備蓄を行う。          【財務部】 

◆一般家庭は太陽光発電設備（リチウムイオン蓄電池）、事業所は再生可能エネルギー発電設備

（リチウムイオン蓄電池を含む。）の普及促進を図る。           【経済環境部】 

重
要
業
績
指
標

指標 現状〔年度〕 目標〔年度〕 

・燃料供給協定締結数 2件〔R03（2021）〕 ２件 〔2024〕

関連計画 神奈川県地震防災戦略 重点施策11 



48 

 （起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）） 

6-2 〖上下水道〗上下水道の長期間にわたる供給停止 

《施策》上下水道の機能維持 

推
進
方
針

 被災時の点検・復旧は下水道を優先させるとともに、飲料水・生活用水の入手先の多様化を図

る。 

主
な
取
組

◆下水道の損傷は上水道の使用にも影響することから、下水道の点検完了までトイレの使用を控え

てもらうためトイレ袋の備蓄、推奨を行う。                  【市長室】 

◆飲料水の調達先確保のため、災害時支援協定を継続する。            【市長室】 

◆地下水利用システムを運用できる体制を維持する。               【市長室】 

◆防災井戸の運用、災害時協力井戸制度を維持し、災害時の水の調達先を確保する。 【市長室】 

◆水不足が致命的な影響を受ける市民等が遠隔地避難できるよう災害時相互応援協定を締結してい

る市町と受入調整を行う。                    【市長室・保健福祉部】 

◆下水道の早期復旧ができるようＢＣＰの継続的な見直しを行う。      【まちづくり部】 

◆上下水道の耐震化の優先順位に関し海老名水道営業所と調整を行う。【市長室・まちづくり部】 

◆農業用井戸の状況について継続的に把握する。           【市長室・経済環境部】 

◆各種訓練に応急給水を計画する。                       【市長室】 

関連計画 
下水道業務継続計画（下水道ＢＣＰ） 

神奈川県地震防災戦略 重点施策27 
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 （起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）） 

6-3 〖汚水処理〗汚水処理施設等の長期間にわたる機能停止 

《施策》汚水処理機能の確保 

推
進
方
針

 し尿処理施設の機能維持及び確保に努めるとともに、汚水処理は他市に所在するため協力及び連

携を強化する。 

主
な
取
組

◆高座清掃施設組合での処理能力を超えるし尿の処理等は災害時相互応援協定の締結市町に処理協

力を打診する                          【市長室・経済環境部】 

◆相模川流域下水道の汚水処理施設の耐震化、津波対策等の対策に関して流域構成員としての要請

及び負担を行う。                           【まちづくり部】 

◆内水被害を防止する雨水排水施設の整備（新設・増設）を推進するとともに、既存施設の定期的

な維持管理により、排水処理能力の向上と維持を図る。          【まちづくり部】 

◆相模川流域下水道における本市の下流に位置する寒川町及び茅ヶ崎市との汚水処理施設等の訓練

実施による検証を行う。                        【まちづくり部】 

◆浄化槽の整備に対し補助を行う。                    【まちづくり部】 

重
要
業
績
指
標

指標 現状〔年度〕 目標〔年度〕 

・下水道業務継続計画（ＢＣＰ） 

 の策定状況 
H28に策定済み〔R03（2021）〕 － 〔  〕

関連計画 下水道業務継続計画（下水道ＢＣＰ） 
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 （起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）） 

6-4 〖交通インフラ〗新幹線等基幹的交通から地域交通網まで、陸海空の交通インフラの長期間に

わたる機能停止 

《施策》交通機能の確保 

推
進
方
針

 災害発生時に障害となる事象を務めて排除し、道路、特に緊急交通路・緊急輸送路の確保を図

る。 

主
な
取
組

◆災害時にも危険の少ない道路の整備、避難経路の道路拡幅・歩道整備・交通安全施設整備などに

より、道路ネットワークの安全性向上を図る。              【まちづくり部】 

◆必要に応じ、災害時相互応援協定を締結している市町と遠隔地避難の調整を行う。 【市長室】 

◆平素から警察、特に海老名警察署との連携を維持する。           【市民協働部】 

◆警察官の参集者を増やすため、警察の職員の子ども一時預かり施策を検討する。【保健福祉部】 

◆踏切開放に関する鉄道三社との連携訓練を実施する。また、鉄道を横断する道路の跨線橋及び地

下隧道による立体化を推進し、踏切閉鎖による交通分断の解消を図る。   【まちづくり部】 

◆災害時の道路の破損による交通の危険を防止するために必要な資機材を整備する。 

                                    【まちづくり部】 

◆災害時における建設業協会との協力体制の充実強化を図るとともに、県警（海老名警察）との連

携強化に努める。                           【まちづくり部】 

◆地震災害時の電柱倒壊による電線類の寸断及び緊急通行車両の通行障害を防ぐため、電線管理者

と協調して、緊急輸送路等について電線共同溝等の整備を進める。     【まちづくり部】 

関連計画 神奈川県地震防災戦略 重点施策16 

 （起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）） 

6-5 〖堤防・水門等〗防災インフラの長期間にわたる機能不全 

《施策》堤防機能の維持強化 

推
進
方
針

 相模川重要水防区域の堤防改修を継続要望するとともに、水位周知河川を含む堤防の継続的な点

検により異常箇所の早期発見に努める。 

主
な
取
組

◆県に対し重要水防区域の早期改修を継続的に要望する。      【市長室・まちづくり部】 

◆河川の水位に応じて消防団等によるパトロールを実施する。          【消防本部】 

◆震災時等の河川堤防の早期点検を実施する。      【市長室・まちづくり部・消防本部】 

◆災害等での損傷箇所の早期復旧を県に要請する。         【市長室・まちづくり部】 

◆浸水対策上、重要な河川である永池川の未整備箇所及び目久尻川の集中豪雨に対応した河川改修

を県に継続的に要望し、事業の推進を図る。               【まちづくり部】 

関連計画  
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 （事前に備えるべき目標） 

❼ 制御不能な複合災害・二次災害を発生させない 

 （起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）） 

7-1 〖地震～火災〗地震に伴う市街地の大規模火災の発生による多数の死傷者の発生 

《施策》初期消火体制の充実強化 

推
進
方
針

 災害時においても消防隊が迅速に火災現場に到着できる体制を整備するとともに、火災発生原因

の局限、不燃化対策等、地域防災力の向上を図る。 

主
な
取
組

◆耐震性防火水槽等、耐震化された水利の確保に努める。            【消防本部】 

◆緊急車両の現場到着を早めるため、海老名警察署と連携して緊急交通路の確保を行う。 

                                【市長室・まちづくり部】 

◆火災初期での消火開始、初期段階での十分な消火部隊の投入、迅速な消火のため、近隣市との消

防相互応援協定を維持する。                        【消防本部】 

◆地域防災力強化のため、消防団の強化を図る。                【消防本部】 

◆震災時等、消防隊が迅速に火災現場に到着できない場合を補うため、操作しやすい街路消火器の

配備を継続する。                              【市長室】 

◆大規模火災から避難するため広域避難場所を必要に応じ指定するとともに、広域避難場所誘導標

識の設置を行う。                              【市長室】 

◆災害時に火災が発生しても拡大を防げるよう建物の不燃化を進める。 

     【まちづくり部】 

◆災害時の消防車両の急行、迅速な消火活動、安全な避難が行える道路幅員を確保する。 

                                    【まちづくり部】 

◆災害時の消防車両の急行、迅速な消火活動及び安全な避難が行えるよう狭あい道路の拡幅用地を

買収し、道路幅員を確保する。                     【まちづくり部】 

◆自主防災訓練等により消火要領を修得するとともに防火意識を醸成する。【市長室・消防本部】 

◆消火体制の融通性を確保するため、近隣市町村との広域連携を行う。      【消防本部】 

◆図上訓練等により同時多発時の対処要領を検討する。         【市長室・消防本部】 

重
要
業
績
指
標

指標 現状〔年度〕 目標〔年度〕 

・地震対策用街路消火器数 

・消防団装備の拡充 

・狭あい道路拡幅整備面積 

770か所〔R03（2021）〕

80％〔R03（2021）〕

0㎡〔R03（2021）〕

780か所〔2024〕

100％〔2024〕

1,000㎡〔2023〕

関連計画 
海老名市狭あい道路拡幅整備促進計画 

神奈川県地震防災戦略 重点施策24・25・26・27・28・29・30 
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 （起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）） 

7-3 〖倒壊～交通麻痺〗沿線・沿道の建物倒壊に伴う閉塞、地下構造物の倒壊等に伴う陥没による

交通麻痺 

《施策》総合的な道路事業の実施 

推
進
方
針

 各路線の地域特性及び平常時、災害時の役割に応じた開発、建築及びインフラ整備等と連携した

総合的整備を行う。 

主
な
取
組

◆道路閉塞を防止するため、建築物の耐震化に向けた取組を進める。     【まちづくり部】 

◆避難所生活の早期解消のため、発災後速やかに応急危険度判定活動ができる体制を整備する。 

                                    【まちづくり部】 

◆漏水等による路面下空洞や特殊地下壕等による地下空洞の調査を行い、道路陥没の防止に努める

とともに、上部の建物等の安全を確保する。また、地下空洞が存在する場合は、所要の調査の

後、速やかに埋め戻しを行う。                 【市長室・まちづくり部】 

◆マンホールの浮き上がり等により道路の閉塞を防止するため、下水道管を強化（液状化対策）す

る。                                 【まちづくり部】 

◆危険なブロック塀の撤去を促進し、通学路の安全を確保する。   【まちづくり部・教育部】 

◆道路啓開について、建設業協会との協力体制の充実強化を図るとともに、県警（海老名警察署）

との連携強化に努める。                        【まちづくり部】 

◆道路の空洞について、路面下空洞調査により把握し、道路陥没の防止に努める。 

                                    【まちづくり部】 

関連計画 神奈川県地震防災戦略 重点施策１・４・16 

 （起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）） 

7-5 〖有害物質〗有害物質の大規模拡散・流出による国土の荒廃 

《施策》有害物質等の確実な管理及び指導 

推
進
方
針

 有害物質の把握及び危険物等の安全対策を確実に行う。 

主
な
取
組

◆有害物質取扱業者の把握調査を継続的に行う。               【経済環境部】 

◆危険物施設の保安確認等、安全対策を確実に行う。              【消防本部】 

◆有害物質等の状況に応じて避難場所を確保する。                【市長室】 

重
要
業
績
指
標

指標 現状〔年度〕 目標〔年度〕 

・有害物質の情報把握実施 

 ※指定事業所に係る化学物質管 

  理状況報告 

 100％〔R02（2020）〕 100％〔2024〕

関連計画  
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 （事前に備えるべき目標） 

❽ 社会・経済が迅速かつ従前より強靭な姿で復興できる条件を整備する 

 （起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）） 

8-1 〖災害廃棄物〗大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復興が大幅に遅れる事態 

《施策》災害廃棄物の処理体制の整備 

推
進
方
針

 大量の災害廃棄物の発生に備え、災害廃棄物を適正かつ迅速に処理するための体制を整備する。 

主
な
取
組

◆災害廃棄物の発生抑制のため、建築物の耐震化を推進する。        【まちづくり部】 

◆災害廃棄物の処理体制（仮置き場・輸送体制）を整備する。         【経済環境部】 

重
要
業
績
指
標

指標 現状〔年度〕 目標〔年度〕 

・災害廃棄物処理の策定状況 

・仮置場の候補地数 

策定〔R03（2021）〕

未選定〔R03（2021）〕

－ 〔  〕

3か所〔2024〕

関連計画 
海老名市地域防災計画 

海老名市災害廃棄物処理計画 

 （起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）） 

8-2 〖人材〗復興を支える人材等（専門家、コーディネーター、労働者、地域に精通した技術者

等）の不足、より良い復興に向けたビジョンの欠如等により復興できなくなる事態 

《施策》復興に関する人材確保体制の整備 

推
進
方
針

 研修・訓練による関係職員の技能向上を図るほか、災害復興体験者等の応援体制の整備を行う。 

主
な
取
組

◆大規模災害、類似の災害を経験した地区からの広域応援体制の整備を推進する。 【全庁各部】 

◆市街地復興対策マニュアルの整備による災害時の対処の迅速化を図る。   【まちづくり部】 

◆自主防災訓練等によりコミュニティを維持し、応急仮設住宅、復興住宅等への入居による環境変

化に対応できる環境の醸成を図る。                      【市長室】 

関連計画  
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 （起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）） 

8-3 〖浸水〗広域地盤沈下等による広域・長期にわたる浸水被害の発生により復興が大幅に遅れる

事態 

《施策》浸水による被害の局限 

推
進
方
針

 浸水被害の原因により対処要領が異なるため、原因に応じた対策を整備する。 

主
な
取
組

◆災害による地域の形状変化に対応できるよう地籍調査の促進を図る。    【まちづくり部】 

◆重要水防区域について県に対し河川改修を継続要望する。            【市長室】 

◆局地的な内水氾濫等に備え、救助・排水機材を整備する。       【市長室・消防本部】 

重
要
業
績
指
標

指標 現状〔年度〕 目標〔年度〕 

・地籍調査進捗率 23.0%〔R02（2020）〕 25.3%〔2024〕

関連計画  

 （起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）） 

8-4 〖有形・無形文化〗貴重な文化財や環境的資産の喪失、地域コミュニティの崩壊等による有

形・無形の文化の衰退・損失 

《施策》地域コミュニティの充実強化 

推
進
方
針

 平素からの地域内における精神的な結びつきを強化するとともに、災害時においては地域を基本

に各種対策を講じる。 

主
な
取
組

◆大規模災害時の仮設住宅建設においては、コミュニティに配慮し、地域の復興力を維持する。 

                                    【まちづくり部】 

◆災害時における市民の精神的安定を維持するため、文化財の耐震化を行う。    【教育部】 

◆災害時における市民の精神的安定を維持し、また、消失を防止するため、文化伝承処置（アーカ

イブ化）を行う。                              【教育部】 

◆災害時の共助を有効に発揮するため、平素からの自治会、商店会等のイベント等を奨励する。 

                               【市民協働部・経済環境部】 

重
要
業
績
指
標

指標 現状〔年度〕 目標〔年度〕 

・自治会加入率 68.0%〔R02（2020）〕 80.0%〔2024〕

関連計画  
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 （起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）） 

8-5 〖用地〗事業用地の確保、仮設住宅・仮店舗・仮事業所等の整備が進まず復興が大幅に遅れる

事態 

《施策》災害時に転用可能な用地の確保 

推
進
方
針

 土地利用に関する各種計画を基本として災害復興に必要な用地の選定を進める。 

主
な
取
組

◆復旧復興を促進させるため、罹災証明を早期発行できる体制を整備する。     【財務部】 

◆地域を焦土化させないため、火災防止を徹底する。               【市長室】 

◆地籍調査を推進して、復興の迅速化、都市基盤施設及び住宅地等の用地確保を容易にする。  

                                   【まちづくり部】 

◆仮設住宅の建設を容易にするため、平素から用地の選定を進める。     【まちづくり部】 

◆災害時の共助を有効に発揮するため、平素からの自治会、商店会等のイベント等を奨励する。 

                               【市民協働部・経済環境部】 

関連計画 神奈川県地震防災戦略 重点施策28 
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第５章 市地域計画の推進と見直し

１ 市地域計画の推進体制 

  本市の強靭化に向けた取組に当たっては、全庁横断的な体制のもとで、全庁一丸とな

って推進していく必要がある。また、国、県、関係団体、民間事業者、市民等との連

携・協力を進めることが非常に重要となっており、平時から様々な取組を通じた関係構

築を進めるとともに、オール海老名で効果的な施策の実施に努める。 

２ 進捗管理 

  市地域計画に基づく取組を確実に推進するため、関連事業等の進捗状況を毎年度把握

していくものとする。進捗状況の把握に当たっては、総合計画や実施計画等関連計画で

行う事業評価（進捗管理）とも連携して実施する。また、関連事業の進捗状況や各種取

組結果等を踏まえ、所管部課が中心となり、各種取組の見直しや改善、必要となる予算

の確保等を行いながら事業を推進する。 

  本市だけでは対応できない事項については、国・県・関係機関等への働きかけなどを

通じ、事業の推進を図る。 

３ 市地域計画の見直し 

  市地域計画については、今後の社会情勢の変化、国や県等の強靭化に関する施策の取

組状況や本市の施策の進捗状況等を考慮しつつ、計画期間中であっても必要に応じて見

直しを行うものとする。なお、市地域計画は、他の分野別計画における国土強靭化に関

する指針として位置付けているものであることから、国土強靭化に関係する他の計画に

ついては、それぞれ計画の見直し、修正等の時期に合わせて必要となる検討を行い、市

地域計画と整合を図るものとする。 


